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事業方針等に関する質問回答書及び意見書 
 

 

 

 

 

１ 本質問回答書及び意見書は、令和８年６月１日（月）から

６月 12 日（金）までに受け付けた「（（仮称）お茶の水女子

大学新学生寮整備運営事業」の事業方針等に関する質問書

及び意見書を項目順に整理するとともに、質問書について

回答を付したものです。 

２ なお、本質問回答書は、現時点での本学の考え方を示すも

のであり、今後変更する可能性があることから、提案書の作

成に当たっては、必ず、募集要項等に基づいてください。 

 

 

 

 

 

令和８年７月３日 

 

国立大学法人（ お茶の水女子大学 
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事業方針等に関する質問回答書 

＜ 事業方針に関する質問回答 ＞ 

番号 項目 頁 第 1 (1) 1) ① ｱ a 質 問 回 答 

1 
募集広告に関
する事項 

1 1 (5) 4)       
対象＝学部生・大学院生とあり
ますが留学生も対象でしょうか。 

ご理解のとおりです。 

2 教育寮機能 2 1 (1) 6) ①     

お茶大 SCC で取り入れている教
育寮の機能は維持しないとあり
ます。教育寮の機能とは具体的
に、HP 等にも記載がある、寮内
で行われている学生支援プログ
ラムへの参加との理解でよろし
いですか。 

ご理解のとおりです。教育寮の
機能については下記 HP も参照
してください。 
https://www.cf.ocha.ac.jp/stud
ent_support/j/menu/scc/j/d011
440.html 

3 居室数 2 1 (5) 2)       

「改修する既存の大塚宿舎の建
物規模を踏まえ、50 戸程度を目
安とする」とありますが、居室数
の設定については、事業者提案
とする認識でよろしいのでしょう
か。 

既存職員宿舎の 54 室のうち、２
～５室を学生交流施設とし、残り
を居室とすることとします。したが
って、居室数は 49～52 室の範
囲内で事業者の提案によること
を想定しています。 

4 施設規模 2 1 (5) 2)       

戸数が 50 戸程度、とあります
が、3 ページでは寮数は 52 戸
（＋共用諸室 2 戸）と記載があ
り、備考には学生交流施設は３
室以上、となっています。貴学が
実際に想定・必要とされている
寮数は最低何戸となりますでしょ
うか。 

番号 3 の回答を参照してくださ
い。 

5 入居対象 2 1 (5) 4)       

入居対象は学部生・大学院生と
ありますが、留学生、日本人学
生の割合や優先入居に関する
考え方について現時点の想定
がございましたらご教示くださ
い。 

留学生、日本人学生の割合や
優先入居等について、大学の方
針は特段ありません。 

6 入居対象 2 1 (5) 4)       

入居対象は貴学学生に限定さ
れるのでしょうか。外部学生や社
会人等外部入居を一部認めて
いただく場合は、独立採算事業
となりますか。 

本学学生のみを対象とします。 

7 形態 2 1 (5) 5) ①     

「個室型を基本」とありますが、
一部住戸について2人利用やシ
ェア型住戸等の提案は可能でし
ょうか。 

居室は全て個室型とします。 

8 形態 2 1 (5) 5) ①     

入居者のプライバシーに配慮
し、個室型を基本とあります。本
計画は、お茶大SCCで採用され
ている、リビングスペースを共有
するルームシェア型は採用しな
いとの理解でよろしいですか。 

ご理解のとおりです。 

9 教育寮機能 2 1 (5) 6)       

お茶大 SCC で取り入れている教
育寮の機能とは、HP 内学生寮
お茶大 SCC 記載の、５人で１つ
の小さなコミュニティハウスを形
成し、寮生は SCC に２年間在寮
し、寮内で行われている学生支
援プログラムに積極的に参加す
ることの解釈で宜しいでしょう
か？ 

番号 2 の回答を参照してくださ
い。 

10 運営方針 2 1 (5) 6)       

お茶大 SCC における RA 制度
の役割、配置人数、業務内容を
ご教示ください。 

下記 HP をご参照ください。 
https://www.cf.ocha.ac.jp/stud
ent_support/j/menu/scc/j/d011
440.html 
（参考） 
お茶大 SCC における RA 制度
は、お茶大 SCC に入寮し、入寮
者である学部 1 年生、2 年生の
相談に応じ、生活上の指導及び
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番号 項目 頁 第 1 (1) 1) ① ｱ a 質 問 回 答 

助言並びに学生支援プログラム
の支援を行うことを目的としてい
ます。なお、RA は 4 名配置して
います。 

11 
構造壁開口等
の審査手続 

2 1 (6) 1)       

壁式プレキャストコンクリート造建
物の改修に伴う構造上の制約を
確認するため、構造壁への開口
新設や設備配管貫通を行う場
合に必要となる資料および審査
手続をご教示いただきたい。 

構造開口等にかかる審査手続き
については、施設整備段階にお
いて、事業者により、確認検査
機関等へ確認いただくことを想
定しています。 

12 
いずみナーサ
リー 

2 1 (6) 1)       

いずみナーサリーは本事業対象
外とありますが、工事期間中及
び維持管理期間中における保
育所との区分方法や事業者負
担となる管理範囲についてご教
示ください。 

募集要項等において提示しま
す。 

13 
現入居者の退
去完了時期 

2 1 (6)         

既存建物の引渡し条件を確認
するため、現入居者の退去完了
時期および事業者への引渡し
時期をご教示いただきたい。 

退去完了時期は、令和 9 年 3 月
31 日まで、事業者への引き渡し
時期は、令和 9 年 4 月 1 日以降
を予定しています。上記内容に
ついては、現居住者へ通知済
みです。 

14 
退去遅延時の
取扱い 

2 1 (6)         

事業開始時のリスク分担を確認
するため、退去遅延が生じた場
合の工期調整および事業者へ
の補償の考え方をご教示いただ
きたい。 

退去遅延が生じた場合の工期
延長に伴う費用は、合理的な範
囲で大学負担とします。 

15 共用諸室 3 1 (6) 2)       

管理人室および防災備蓄倉庫
は居室とは別に共用部として確
保する理解でよろしいでしょう
か。その場合、配置場所はどこ
を想定されていますか。 

管理人室及び防災備蓄倉庫に
ついては、居室部分とは別に共
用部として確保することとしま
す。 
管理人室は、エントランスホール
東側の現在の倉庫部分を想定
しています。 
防災備蓄倉庫については、備蓄
品の管理及び災害時の対応に
支障がない場合は、室として設
ける必要はないものとします。具
体的には、エントランスホール及
び現在の倉庫部分に配置するこ
とを想定しています。 
管理人室及び防災備蓄倉庫の
配置は上記を原則としますが、
事業者による個別提案も受け入
れるものとします。 

16 共用諸室 3 1 (6) 2)       

共用諸室の構成は、事業者提
案による自由設計としてよろしい
でしょうか。また優先事項があれ
ばご教示ください。 

必要諸室を満たしたうえで、詳
細は事業者の提案によるものと
します。 

17 
居室戸 数と学
生交流施設数
のバランス 

3 1 (6) 2)       

学生交流施設を 3 室以上とする
場合、減少可能な個室戸数に
上限又は下限はございますでし
ょうか。また、居室戸数と学生交
流施設数のバランスについて評
価上の考え方がございましたら
ご教示ください。 

戸数については、番号 3 の回答
を参照してください。評価上の考
え方については、募集要項公表
時に事業者選定基準にて提示
します。 

18 新学生寮概要 3 1 (6) 2)       

学生交流施設の室数について
は、本学が規定する賃料の範囲
内であればとあります。規定する
賃料とは、P4 に記載のある、賃
料(家賃及び共益費)124,000 円
/月・戸の理解でよろしいです
か。 

ご理解のとおりです。正確には、
本学が規定する賃料の範囲内
で 事 業 が 成 立 す る の で あ れ
ば・・・という意味です。 

19 
施設整備業務
に係る対価（施

3 1 (7) 2) ② ア   
事業期間中とは供用開始後４５
年間までの解釈で宜しいでしょう
か？ 

ご理解のとおりです。 
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番号 項目 頁 第 1 (1) 1) ① ｱ a 質 問 回 答 

設整備費相当
分） 

20 
施設整備業務
に係る対価 

3 1 (7) 2) ② イ   

「変動率が一定水準以下の場合
には改定は行わない」とあります
が、何％の変動率を想定してお
りますでしょうか。 

公共工事標準請負契約約款に
準拠する予定です。具体的に
は、募集要項等において提示し
ます。 

21 

施設整備業務
に係る対価（施
設整備費相当
分） 

3 1 (7) 2) ② イ   

変動率が一定水準以下の一定
水準以下とは、具体的な数値及
び基準をご教示下さい。 

番号 20 の回答を参照してくださ
い。 

22 
サービス購入
費 

3 1 (7) 2) ② イ   

物価改定の基準となる指数をご
教示ください。 

基準とする指数として、政府の
各種統計、日本銀行等の公表
する価格指数、その他社会的に
相当程度信頼されている資料等
を想定しています。 

23 
サービス購入
費 

3 1 (7) 2) ② イ   
改定しないとされる変動率の水
準をご教示ください。 

番号 20 の回答を参照してくださ
い。 

24 

施設整備業務
に係る対価（施
設整備費相当
分） 

3 1 (7) 2) ② イ   

事業契約締結以降の賃金又は
物価の変動率について、「一定
水準」とは具体的に何％を想定
しているかご教示ください。 

番号 20 の回答を参照してくださ
い。 

25 

施設整備業務
に係る対価（施
設整備費相当
分） 

3 1 (7) 2) ② イ   

変動率が一定水準以下の場合
には、改定は行わないとありま
す。一定水準以下について、具
体的な数値や基準をご教示下さ
い。 

番号 20 の回答を参照してくださ
い。 

26 物価変動 3 1 (7) 2) ② イ   

「事業契約締結以降の賃金又は
物価の変動を考慮し、設計・建
設期間中に改定（増額又は減
額）を行うことができる。ただし、
変動率が一定水準以下の場合
には、改定は行わない。」とあり
ますが、変動率の算定方法及び
参照する指標、ならびに改定の
対象となる「一定水準」の考え方
について、現時点で想定してい
る基準があればご教示ください。 

番号 20、22 の回答を参照してく
ださい。 

27 
割賦方式に関
する 金利の変
動 

3 1 (7) 2) ② ウ   

金利の変動は「１０年間を固定」
とありますが、何の指標を基準と
するのでしょうか。 

基準金利は、引渡し日の２銀行
営業日前（銀行営業日でない場
合は、その前銀行営業日）の午
前 10 時 30 分における、東京ス
ワップ・レート（TSR）の TONA ベ
ース 10 年物を想定しています。
具体的には、募集要項等にお
いて提示します。 

28 

施設整備業務
に係る対価（施
設整備費相当
分） 

3 1 (7) 2) ② ウ   

１０年ごとに基準金利の変動に
基づき改定するとは、日本銀行
が発表する基準金利のことを指
すのか。事業者に対し資金供給
を行う金融機関（融資団）が個々
に決めて提示している店頭表示
金利を指すのか。どちらを指す
のかご教示ください。 

番号 27 の回答を参照してくださ
い。 

29 金利 3 1 (7) 2) ② ウ   
金利は 10 年ごとに当該時点の
市場金利にて見直す理解でよろ
しいでしょうか。 

ご理解のとおりです。番号 27 の
回答を参照してください。 

30 
施設整備費相
当分の精算方
法 

3 1 (7) 2) ②     

サービス購入費に含まれる施設
整備費相当分の算定方法を確
認するため、施設整備費相当分
については、契約時金額を基準
とするのか、実際の工事請負契
約額を基準として精算するのか
をご教示いただきたい。 

サービス購入費に含まれる施設
整備費相当分については、契約
時金額を基準とします。「事業契
約に定める額を」としていること
に留意してください。 

31 
設計変更時の
サービス購入
費改定 

3 1 (7) 2) ②     
設計変更等により工事費が増減
した場合のサービス購入費改定
手続をご教示いただきたい。 

本学と事業者で協議のうえ定め
るものとします。具体的には、募
集要項等において提示します。 



（5） 

 

番号 項目 頁 第 1 (1) 1) ① ｱ a 質 問 回 答 

32 
補助金活用の
取扱い 

3 1 (7) 2) ③     

事業費縮減の可能性を検討す
るため、国・東京都等の補助金
制度を活用することは可能か。
また活用可能な場合の補助金
受領主体およびサービス購入費
への反映方法をご教示いただき
たい。 

国・東京都等の補助金制度を活
用することは可能です。なお、補
助金受領主体およびサービス購
入費への反映方法については、
補助金制度の要件によるものと
します。 

33 
物価スライド条
項の適用方法 

4 1 (7) 2) ③     

長期事業における物価変動リス
クを適切に評価するため、賃金・
物価変動に伴うスライド条項の
適用方法（採用指数、適用基
準、改定手続）をご教示いただ
きたい。 

基準とする指数として、維持管
理業務については「企業向けサ
ービス価格指数・建物サービス
（確報相当）」（日本銀行調査統
計局）を、管理運営業務につい
ては「企業向けサービス価格指
数・労働者派遣サービス（確報
相当）」（日本銀行調査統計局）
をそれぞれ採用する予定です。
その他、詳細については、募集
要項等において提示します。 

34 家賃設定主体 4 1 (7) 2) ③     

本事業における家賃設定権限
を明確にするため、入居者が支
払う家賃の初期設定額の決定
主体は大学・事業者のいずれか
をご教示いただきたい。 

全ての段階において、入居者が
支払う家賃の設定は、大学が行
うものとします。なお、「※ 本学
の事業者に対する支払（サービ
ス購入費）に消費税及び地方消
費税を加えた総額は、［改修整
備戸数×８５％（想定入居率）×
賃料（家賃及び共益費）124,000
円／月・戸×１２か月×施設供
用期間（年）］を上限とし、事業
者の提案によるものとする。」に
ある 124,000 円／月・戸と、実際
の賃料（家賃及び共益費）は、
大学が政策的に設定する場合
等も想定されることから、直接的
には連動しないものであることに
留意してください。 

35 家賃改定権限 4 1 (7) 2) ③     
事業期間中の家賃改定に関す
る権限および大学承認の要否を
ご教示いただきたい。 

番号 34 の回答を参照してくださ
い。 

36 
家賃収入とサ
ービス購入費
の関係 

4 1 (7) 2) ③     

家賃収入とサービス購入費との
関係を確認するため、家賃収入
が増減した場合にサービス購入
費の調整が行われるかをご教示
いただきたい。 

事業方針 p4 に記載のとおり、事
業開始後のサービス購入費に
消費税及び地方消費税を加え
た総額は、実際の賃料（家賃及
び共益費）とは連動せず、所定
の改定（物価等）以外の調整は
行わない予定です。番号 34 の
回答を参照してください。なお、
詳細は募集要項等で提示しま
す。 

37 
入居率 85％未
満時の取扱い 

4 1 (7) 2) ③     

空室リスクの負担関係を確認す
るため、入居率が 85％を下回っ
た場合のサービス購入費減額
方法をご教示いただきたい。 

想定入居率 85％はサービス購
入費の上限を算定するための前
提条件であり、事業開始後のサ
ービス購入費は、実際の入居率
とは連動しないものとします。し
たがって、入居率が 85％を下回
ったことのみをもってサービス購
入費を減額することは想定して
いません。ただし、事業者の業
務不履行等により要求水準を満
たさない場合は、モニタリング結
果に基づき減額等の対象となり
ます。詳細は募集要項等におい
て提示します。 

38 
入居率算定方
法 

4 1 (7) 2) ③     

サービス購入費算定の前提条
件を確認するため、入居率算定
方法（月次平均・月初時点等）を
ご教示いただきたい。 

想定入居率 85％はサービス購
入費の上限を算定するための前
提条件であり、事業開始後のサ
ービス購入費の算定に毎月の
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番号 項目 頁 第 1 (1) 1) ① ｱ a 質 問 回 答 

入居率を用いることは想定して
いません。なお、入居状況の把
握・報告方法については、募集
要項等において提示します。 

39 
大学の募集・広
報協力義務 

4 1 (7) 2) ③     

入居率向上に向けた役割分担
を確認するため、大学が負う募
集・広報協力義務の範囲をご教
示いただきたい。 

入居者の募集及び選定は大学
が行うことを原則としますが、募
集・選定にあたっての補助（広報
協力など）を事業者に行ってい
ただくことを想定しています。 

40 
改修整備戸数
の定義 

4 1 (7) 2) ③ ※   

サービス購入費の算定条件を明
確にするため、サービス購入費
算定式における「改修整備戸
数」の定義および改修対象戸数
の下限・上限をご教示いただき
たい。 

番号 3 の回答を参照してくださ
い。 

41 新学生寮概要 4 1 (7) 2) ③ ※   

共用諸室は（P3）記載の通り最
低戸数２室で、本学が規定する
賃料の範囲とは（P4）記載の（賃
料及び共益費）１２４，０００円／
月という解釈で宜しいでしょう
か？ご教示下さい。 

ご理解のとおりです。 

42 
事業者に対す
るサービス購入
費 

4 1 (7) 2) ③ ※   

賃料の内訳として、共益費は 0
円でも良いのでしょうか。 

賃 料 及 び 共 益 費 を 含 め て 、
124,000 円／月・戸とします。賃
料と共益費の内訳は事業者の
提案としますが、通常、共益費
は、共用部分の維持管理費（共
用部分の光熱水費を含む。）等
に該当するため［0 円］はないも
のと認識しています。 

43 
サービスに係る
対価 

4 1 (7) 2) ③ ※  

想定入居率を 85％として、貴学
からお支払いいただくサービス
購入費の上限を設定されている
ものと理解しております。一方
で、実際の入居率が 85％を上
回った場合には、事業者の募
集・運営努力に対するインセン
ティブとして、サービス購入費に
追加報酬を設けることをご検討
いただくことは可能でしょうか。 

入居率が 85％を上回った場合
であっても、サービス購入費に
追加報酬を設けることは現時点
では想定していません。詳細は
募集要項等において提示しま
す。 

44 

維持管理業務
及び運営業務
の サ ー ビ ス に
係る対価 

4 1 (7) 2) ③ ※   

サービス購入費について賃料
（家賃及び共益費）124,000 円／
月は大学寮としては高額な印象
ですが、上記賃料を上限として
する計画する理解でよろしいで
しょうか。賃料を減額し、想定入
居率を UP する、もしくは、施設
整備費用相当分についての別
途一時金支払いなどを行う検討
はございますでしょうか。 

ご理解のとおりです。賃料を減
額し、想定入居率を向上させる
こと、又は施設整備費相当分に
ついて別途一時金を支払うこと
は、現時点では想定していませ
ん。なお、詳細については、募
集要項等において提示します。 

45 
月額 124,000
円／戸の積算
根拠 

4 1 (7) 2) ③ ※   

事業収支計画の前提条件を確
認するため、月額 124,000 円／
戸の積算における施設整備費
相当分、維持管理費相当分およ
び運営費相当分の考え方をご
教示いただきたい。 

124,000 円／月・戸は、学生が
負担する賃料（家賃及び共益
費）の上限として想定しているも
のです。実際の施設整備費相
当分、維持管理費相当分及び
運営費相当分の区分について
は、サービス購入費の上限額の
範囲内で、応募者の提案による
ものとします。 

46 

維持管理業務
及び運営業務
の サ ー ビ ス に
対する対価 

4 1 (7) 2) ③ イ   

変動率が一定水準以下の一定
水準以下とは、具体的な数値及
び基準をご教示下さい。 

基準とする指数の変動が±３％
を超える場合に改定する予定で
す。番号 33 の回答も参照してく
ださい。詳細は募集要項等で提
示します。 

47 
維持管理運営
業務に係る 対
価 

4 1 (7) 2) ③ イ   
「変動率が一定水準以下の場合
には改定は行わない」とあります

番号 46 の回答を参照してくださ
い。 
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が、何％の変動率を想定してお
りますでしょうか。 

48 
維持管理及び
運営業務のサ
ービス購入費 

4 1 (7) 2) ③ イ   
物価改定の変動率の一定水準
とはどの程度の水準でしょうか。 

番号 46 の回答を参照してくださ
い。 

49 
維持管理及び
運営業務のサ
ービス購入費 

4 1 (7) 2) ③ ウ   

サービス購入費の 124,000 円
×85％は、平均すると 1 戸あたり
105,400 円を上限とする理解で
よろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

50 
サ ー ビ ス 購 入
費 

4 1 (7) 2) ③ ウ   
124,000円×85％は、平均すると
1 戸あたり 105,400 円を上限とす
る理解でよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

51 事業費 4 1 (7) 2)       

事業者に対する支払（サービス
購入費）に消費税及び地方消費
税を加えた総額は、戸数 52 戸
～50 戸、供用年数 45 年～40 年
の条件で事業費の計算方法を
教えてください。 

サービス購入費の上限は、事業
方針に示す算定式［改修整備戸
数×85％（想定入居率）×賃料
（家賃及び共益費）124,000 円／
月・戸×12 か月×施設供用期
間（年）］により算定するものとし
ます。なお、改修整備戸数及び
施設供用期間は、規定の範囲
内で事業者の提案とします。 

52 工期 4 1 (10) 1)       
工期延長が必要な場合、契約
条件の見直しは可能でしょうか。 

本学と事業者で協議のうえ定め
るものとします。具体的には、募
集要項等において提示します。 

53 
施設整備業務
の期間 

4 1 (10) 1)       

建設工事に着手できるのは、令
和 9 年 4 月 1 日となるとありま
す。設計業務の着手は、P5 のス
ケジュールに示されている令和9
年 3 月下旬の事業者との事業契
約書の締結後、速やかに開始
可能との理解でよろしいです
か。 

原則として、ご理解のとおりです
が、事業者の責任において、基
本協定書の締結後から準備業
務（設計業務を含む。）に着手で
きるものとする予定です。 

54 事業期間 4 1 (10) 2)       
事業期間の最低年数制限はあり
ますか。 

事業期間の最低年数制限はあり
ません。 

55 供用期間 4 1 (10) 2)       

本事業は、施設整備費を事業
期間中に割賦方式により支払う
RO 方式であり、また維持管理運
営期間中の大規模修繕・更新費
用を含む事業となっています。 
 
一方で、維持管理運営期間に
ついては下限が設けられておら
ず、供用開始後 45 年以内で事
業者提案とされているため、提
案する事業期間の長短によっ
て、施設整備費に係る金利負担
額や維持管理運営費、大規模
修繕・更新費用の計上範囲が大
きく異なるものと考えます。 
 
このような条件のもとでは、提案
価格の総額のみを比較した場
合、事業期間の違いによる影響
が大きくなるものと考えられます
が、価格評価はどのような考え
方に基づき実施される予定でし
ょうか。 
 
また、価格評価において事業期
間の違いを考慮した補正や換算
等を行う予定がある場合は、そ
の考え方をご教示ください。 

募集要項等の事業者選定基準
において提示します。 

56 
施設整備期間
および供用開
始時期 

4 1 (10)         

事業工程および工事計画の前
提条件を確認するため、施設整
備期間は令和 9 年 4 月 1 日から
令和 11 年 3 月 31 日までの約

施設整備期間は令和 9 年 4 月 1
日から令和 11 年 3 月 31 日まで
の 24 か月以内とし、供用開始時
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24 か月と理解してよいか。また、
供用開始時期は令和 11 年 4 月
を想定しているかをご教示いた
だきたい。 

期は令和 11 年 4 月 1 日を想定
しています。 

57 
工期遅延時の
協議手続 

4 1 (10)         

既存建物改修事業では予期せ
ぬ不具合や追加工事が発生す
る可能性があることから、工期遅
延等により供用開始時期の変更
が必要となった場合の協議手続
および大学への通知期限をご教
示いただきたい。 

本学と事業者で協議のうえ定め
るものとします。また、工期遅延
等により供用開始時期の変更が
必要となった場合は、速やかに
本学へ通知することとします。具
体的には、募集要項等において
提示します。 

58 
事業終了時の
引渡条件 

4 1 (11)         

運営終了時の更新計画および
修繕計画の前提条件を確認す
るため、事業期間終了時に求め
られる「良好な状態」の定義（建
物・設備の残存性能水準、劣化
許容基準等）をご教示いただき
たい。 

事業期間終了時の「良好な状
態」とは、通常の経年劣化を除
き、要求水準書及び提案書に示
すサービス水準を満たし、継続
して安全かつ円滑に使用できる
状態を想定しています。具体的
な基準、確認方法及び引継ぎ手
続は募集要項等において提示
します。 

59 
事業終了時の
設備帰属 

4 1 (11)         

事業期間中に事業者が設置し
た設備の取扱いを明確にするた
め、事業者が新設した EV その
他の設備・造作物について、事
業終了時の帰属および撤去義
務の考え方をご教示いただきた
い。 

事業者により新設したＥＶその他
設備、造作物については、既存
建物と同様に供用開始時より、
大学所有といたします。 

60 引渡条件 4 1 (11)         
良好な状態の具体的な基準を
ご教示ください。 

番号 58 の回答を参照してくださ
い。 

61 応募手続 5 2 (2)         
応募表明後に辞退した場合の
ペナルティの有無をご教示くだ
さい。 

応募表明後に辞退した場合の
ペナルティは、ありません。 

62 契約 5 2 (2)         
契約書案は募集公告前に提示
されますでしょうか。 

募集要項として提示します。 

63 個別提案 6 2 (2)         

「改定個別提案の採否を通知」
とありますが、採択内容は事業
者全員に公表されるのでしょう
か。 

改定個別提案の採否の通知に
ついては、当該提案のあった事
業者のみに通知します。 

64 

応募表明書及
び応募資格確
認申請書の受
付 

6 2 (2)         

応募表明書及び応募資格確認
申請書の受付時に提出する書
類として、想定されるものについ
てご教示いただけますでしょう
か。決算書類等の提出がある場
合は、対象期間等も併せてご教
示頂けると幸いです。 

応募表明書及び応募資格確認
申請書の提出書類については、
募集要項等において提示しま
す。現段階では、決算書類等の
提出を求めることは想定してい
ません。 

65 
VE 提案の審査
期間および手
続 

6 2 (8)         

事業者提案の検討スケジュール
を把握するため、VE 提案の審
査期間、審査方法および採否通
知までの標準スケジュールをご
教示いただきたい。 

募集要項等において提示しま
す。 

66 
VE 提案による
コスト削減効果
の取扱い 

6 2 (8)         

VE 提案によるコスト削減効果が
生じた場合のサービス購入費そ
の他契約条件への反映方法を
ご教示いただきたい。 

個別提案（VE 提案）によるコスト
削減効果は、当該応募者の提
案に当たっての固有の前提条
件（例えば、サービス購入費の
提案において当該コスト削減を
反映させることができる）となりま
す。なお、個別提案（VE 提案）
は、コスト削減効果に限らず、サ
ービス品質の向上効果もあるこ
とに留意してください。詳細は募
集要項等において提示します。 

67 
VE 提案時の第
三者確認手続 

6 2 (8)         

構造・設備変更を伴う VE 提案を
検討するため、必要となる第三
者確認手続をご教示いただきた
い。 

構造・設備変更を伴う個別提案
（VE 提案）について、必要な法
令上の確認、確認検査機関等と
の協議、その他第三者確認が必
要となる場合は、応募者又は事
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業者の責任において実施するも
のとします。 

68 選定手続 7 2 (9)         
全応募者に対してプレゼンテー
ションの機会は提供されますで
しょうか。 

ご理解のとおりです。 

69 応募要件 7 2 (10) 1) ①     

代表企業・構成員・協力企業の
変更可否をご教示ください。 

応募企業、応募グループの構成
員及び協力会社の変更可否、
手続及び条件については、募集
要項等において提示します。原
則として、応募資格確認後の構
成員等の変更は本学が認めた
場合に限るものとする予定で
す。 

70 
応募者の構成
等要件 

7 2 (10) 1) ①     

「応募グループの構成員の中か
ら応募手続を代表して行う企業
として「代表企業」を定めるものと
する」とありますが、募集公告を
行うにあたり、代表企業にはそ
れ以外の条件を設けないという
認識で良いのでしょうか。 

代表企業の要件については、募
集要項等において提示します。
なお、代表企業は応募手続を代
表して（責任を持って）行い、応
募グループを総括する役割を担
うものとします。 

71 
応募者の構成
等要件 

7 2 (10) 1) ③     

「それぞれが本事業の実施にお
いて果たす役割を（中略）申請
書の提出時において明らかにす
ること」とありますが、提案書提出
時までに協力会社などの事業者
を追加することは可能でしょう
か。 

協力会社等の追加可否及び手
続については、募集要項等にお
いて提示します。なお、追加す
る場合であっても、応募者が備
えるべき要件等を満たすことが
必要です。 

72 
資格等要件(設
計) 

9 2 (10) 3) ① ｱ   

応募表明書提出時に認定の申
し込みは済んでいても、資格認
定がない場合は参加不可になり
ますでしょうか。 

応募参加資格確認基準日は応
募表明書及び応募資格確認申
請書の提出期限の日とします。
ただし、事業方針に記載のとお
り、提案書提出期限の日時にお
いて所定の要件を満たしている
ことを条件として応募資格がある
と認める場合があります。詳細は
募集要項等において提示しま
す。 

73 実績 9 2 (10) 3) ① ウ b 
1,000 ㎡実績は新築・改修いず
れも対象でしょうか。 

ご理解のとおりです。 

74 
資格等要件(設
計) 

9 2 (10) 3) ① ｳ   

実績表の決められた書式はあり
ますでしょうか。また、書式があ
る場合は提供をお願い致しま
す。 

募集要項等において提示しま
す。 

75 SPC 9 2 (10) 3) ② イ   

出資比率において、協力企業を
含めることは可能でしょうか。 

協力会社は、応募グループの構
成員ではないため、応募企業又
は応募グループの構成員の出
資比率の合計には含めないもの
とします。ただし、協力会社が、
応募グループの構成員以外の
立場で特別目的会社へ出資す
ることはできるものとする予定で
す。詳細は、募集要項等におい
て提示します。 

76 
資格等要件(監
理) 

9 2 (10) 3) ③ ｱ   

応募表明書提出時に認定の申
し込みは済んでいても、資格認
定がない場合は参加不可になり
ますでしょうか。 

番号 72 の回答を参照してくださ
い。 

77 
資格等要件(監
理) 

9 2 (10) 3) ③ ｳ   

実績表の決められた書式はあり
ますでしょうか。また、書式があ
る場合は提供をお願い致しま
す。 

提出書式については、募集要項
等において提示します。 

78 
応募者が備え
る要件等 

9 2 (10) 3)       

単独 1 社で公募応札する場合、
その 1 社が設計・建築・運営とも
に資格要件を満たす必要がある
か。協力会社が要件を満たして
いれば良いでしょうか。 

応募企業又は応募グループの
構成員及び協力会社のうち、設
計、建設、工事監理、維持管理
及び運営の各業務に当たる者
が、それぞれ該当する資格等要
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件を満たす必要があります。単
独企業で応募する場合であって
も、協力会社が該当業務の資格
等要件を満たす場合は、当該要
件を満たすものとして取り扱う予
定です。詳細は募集要項等に
おいて提示します。 

79 
応募者が備え
る要件等 

9 2 (10) 3)       

設計・建築・監理の資格要件に
ある建物用途実績に寄宿舎・共
同住宅・宿泊施設と記載がある
が全ての実績が必要でしょうか。 

いずれかの用途の実績があれ
ば、問題ありません。 

80 資格等要件 9 2 (10) 3) ① ア   

設計共同体で参加検討をして
おります。該当の要件は設計代
表企業が取得していれば資格
要件を満たしておりますでしょう
か？同様の考え方で「イ」「ウ」、
③工事監理もお答えを示してい
ただきたいです。 

同一業務を複数の者で実施す
る場合は、事業方針に記載のと
おり、当該複数の者のいずれか
が資格等要件を満たせばよいも
のとします。ただし、当該業務を
総括する者の配置等、詳細な取
扱いは募集要項等において提
示します。工事監理についても
同様とします。 

81 
応募者が備え
る要件等 

9 2 (11) 3)       

審査の結果及び評価は大学ホ
ームページにおいて公表とはど
のレベルまで公表されるのでしょ
うか。 

優先交渉権者および次順位交
渉権者を公表のうえ、全応募者
についての、各評価項目の採点
結果および個別講評を掲載する
予定です。 

82 
維持管理業者
要件 

10 2 (10) 3) ④ イ   

維持管理業務の実績要件につ
いて、「平成 23 年度以降に元請
として、下記ａに示す維持管理
業務を実施した実績を有するこ
と」とありますが、PFI・PPP 事業
等において SPC が発注者と直
接契約を締結し、SPC から維持
管理業務を受託して実施した実
績についても、本要件における
実績として認められるとの理解
でよろしいでしょうか。 

PFI・PPP 事業等において、SPC
が発注者と直接契約を締結し、
当該 SPC から維持管理業務を
受託して実施した実績について
は、実質的に元請として実施し
たものと確認できる場合、実績と
して認めることを想定していま
す。確認に必要な資料等につい
ては募集要項等において提示し
ます。 

83 SPC 10 2 (10) 4)       

10 ページでは当事業の応募者
が複数の場合は SPC 組成必
須、とありますが、18 ページの図
のように施設整備、維持管理・運
営、それぞれ別事業と見立て、
施設整備、維持管理・運営、そ
れぞれ 1 社ならば SPC 組成は
任意が可能でしょうか。 

応募者が複数の企業によって構
成される応募グループである場
合は、事業方針に記載のとお
り、特別目的会社の設立を必須
とします。施設整備、維持管理・
運営の役割分担にかかわらず、
応募グループで参加する場合は
SPC を設立するものとします。な
お、応募企業又は応募グループ
の構成員と協力会社との違いに
ついて留意してください。 

84 
特別目的会社
の設立等 

10 2 (10) 5)       
出資比率に協力企業を含めるこ
とは可能でしょうか。 

番号 75 の回答を参照してくださ
い。 

85 
特別目的会社
の設立 

10 2 (10) 5)       

応募グループの場合、特別目的
会社の設立が必須な理由をご
教示いただけますでしょうか。 

複数企業による応募グループの
場合、共同企業体（ＪＶ：連帯責
任）ではなく特別目的会社との
契約とすることで、長期にわたる
本事業の責任主体及び契約当
事者を明確にし、事業の安定
性・継続性を確保するため、特
別目的会社の設立を必須とする
ものです。なお、応募企業と応
募グループとの違いについて留
意してください。 

86 
特別目的会社
の設立 

10 2 (10) 5)       

「応募企業又は応募グループの
構成員は（中略）出資するもの」
とありますが、設計に当たる者や
運営に当たる者が「協力会社」と
なる場合には、特別目的会社に

協力会社は、応募企業又は応
募グループの構成員ではないた
め、特別目的会社への出資を必
須とはしません。 
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出資する必要はないという認識
でよろしいでしょうか。 

87 
詳細審査基準
の公表予定 

10 2 (11) 2)       

提案内容の精度向上および公
平な競争環境確保のため、評価
項目、配点比率および審査委員
会構成等を含む詳細な審査基
準は募集要項公表時に開示さ
れる予定かをご教示いただきた
い。 

評価項目、配点比率その他の
審査基準については、募集要項
等の事業者選定基準として提示
します。審査委員会の審査委員
は本学教職員のみで構成し、氏
名等の公表は予定していませ
ん。 

88 
提案書の審査
に関する 基本
的な考え方 

10 2 (11) 1) ①     

本学職員等で構成する審査委
員会で行うとあります。今後、審
査委員の氏名や所属等が公開
される予定はありますか。 

審査委員は本学教職員のみで
構成し、氏名等の公表は予定し
ていません。 

89 
審査手順に関
する事項 

11 2 (11) 2) ②     

提案内容審査ア～エが示されて
います。今後、各項目の配点基
準が公開される予定はあります
か。 

募集要項等において提示しま
す。 

90 
設計図書の権
利関係 

11 2 (13)         

事業者が作成する設計図書の
取扱いを明確にするため、設計
図書の著作権、所有権および大
学の利用権の範囲をご教示い
ただきたい。 

事業者が作成する設計図書の
所有権、著作権及び本学の利
用権の範囲については、事業契
約書（案）において提示します。
原則として、本学は本事業の実
施、維持管理、修繕、更新、引
継ぎその他本施設の管理運営
に必要な範囲で設計図書を利
用できるものとする予定です。 

91 
設計図書の引
継義務 

11 2 (13)         

長期事業における事業継続性
を確保するため、事業者変更時
の設計図書引継義務の考え方
をご教示いただきたい。 

事業者変更時又は事業終了時
には、本施設の維持管理・運営
の継続に必要な設計図書、完成
図書、施設管理台帳、修繕履歴
等を本学又は本学が指定する
者へ引き継ぐものとする予定で
す。詳細は事業契約書（案）に
おいて提示します。 

92 
事業者の責任
の履行に関す
る事項 

12 3 (3)         

事業契約の保証方法は、１００分
の１０以上の契約保証金又はこ
れに代わる担保の提供か、履行
保証証券（施設整備費相当の１
００分の１０以上）を大学契約担
当者へ提出する三択の解釈で
宜しいでしょうか。また、これに代
わる担保とは具体的な可能な担
保種類をご教示下さい。 

ご理解のとおり、契約保証金、こ
れに代わる担保又は履行保証
保険契約による保証を想定して
います。これに代わる担保の具
体的な内容については、国立大
学法人お茶の水女子大学契約
事務取扱規程等を踏まえ、募集
要項等において提示します。 

93 
財務モニタリン
グの実施方法 

13 3 (4) 5)       

財務モニタリングにおいて設定
される財務指標（DSCR 等）の有
無、報告頻度および提出書類を
ご教示いただきたい。 

財務モニタリングの具体的な方
法、財務指標の設定有無、報告
頻度及び提出書類については、
募集要項等において提示しま
す。現時点では、毎事業年度、
財務諸表その他必要な資料の
提出を求めることを想定していま
す。 

94 
財務状況悪化
時の対応 

13 3 (4) 5)       

財務状況悪化時における是正
要求および契約解除の判断基
準をご教示いただきたい。 

財務状況悪化時の是正要求、
改善計画の提出、契約解除等
の判断基準及び手続について
は、事業契約書（案）において提
示します。 

95 
大学都合によ
る契約変更時
の補償 

14 5 (2)         

長期事業における事業リスクを
確認するため、大学都合による
中途解約または事業条件変更
が生じた場合の未償還投資額
の補償および契約変更手続の
考え方をご教示いただきたい。 

本学の責めに帰すべき事由によ
り中途解約又は事業条件変更
が生じる場合の補償及び契約変
更手続については、事業契約書
（案）において提示します。 

96 
ダイレクト・アグ
リーメントの予
定 

14 5 (4)         

本事業の資金調達条件を確認
するため、本学は金融機関との
直接協定（ダイレクト・アグリーメ
ント）の締結を予定しているか。

本事業の継続性を確保する目
的で、必要に応じて、事業者に
対し資金供給を行う金融機関等
と協議を行い、直接協定を締結
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また締結する場合の基本的な協
定内容をご教示いただきたい。 

することがあります。具体的な協
定内容については、金融機関等
との協議によるものとします。 

97 
ステップイン権
行使時の取扱
い 

14 5 (4)         

金融機関によるステップイン権
行使時の代替事業者承認条件
および大学との協議事項をご教
示いただきたい。 

金融機関によるステップイン権
の行使、代替事業者の承認条
件及び本学との協議事項につ
いては、直接協定を締結する場
合に、金融機関等との協議によ
り定めるものとします。 

98 金融 14 5 (4)         

直接協定を締結する想定ケース
をご教示ください。 

直接協定は、プロジェクトファイ
ナンス又はこれに準拠する資金
調達が行われる場合等、事業の
継続性を確保する必要がある場
合に締結することを想定してい
ます。 

99 
事業方式の概
要 

16             

（添付資料１ 事業方式の概要）
について、施設整備、維持管
理・運営それぞれ 1 社ならば
SPC 組成は任意が可能でしょう
か。10 ページでは当事業の応
募者が複数の場合は SPC 組成
必須と記載があります。考え方を
ご教示ください。 

番号 83 の回答を参照してくださ
い。 

100 
（添付資料１） 
事業方式の概
要 

16             

入居者が大学に賃料を支払い
するということで P16 記載のスキ
ーム図の通り理解しました。P4
入居者専用部分の光熱水費（電
気・ガス・水道）は入居者が各公
営企業と直接契約を行うという理
解で宜しいでしょうか？ 

入居者専用部分の光熱水費は
入居者負担とします。契約方法
（入居者が各供給事業者と直接
契約する方法、又は事業者が検
針・算定し徴収する方法等）に
ついては、事業者提案を踏ま
え、本学と協議のうえ決定するも
のとします。 

101 添付資料１ 16             

現在は PPP 事業として PFI 方式
をご提示いただいておりますが、
事業方式について、下記のよう
な事業者提案を認めていただく
ことは可能でしょうか。【事業方
式】・竣工と同時に事業者へ運
営権を付与いただく。・事業全
体を事業者の独立採算事業と
し、賃料収入を含むすべての収
入を事業者が直接収受する。・
建物の改修費用は事業者が負
担し、事業者による資金調達・
事業運営を行う。【貴学のメリッ
ト】・運営に係る一切の費用およ
び長期修繕計画を含む維持管
理費用を、全て事業者負担とす
ることができる。・募集広報、入
居者との契約手続き等、入居に
係る業務はすべて事業者が行う
ことで、貴学の業務負担軽減に
つながる。・空室・未収リスクは事
業者負担となる。 

原案のとおり、RO 方式を前提と
します。ご提案のように、事業全
体を事業者の独立採算事業と
し、賃料収入を含むすべての収
入を事業者が直接収受する方
式は、現時点では想定していま
せん。 

102 
既知アスベスト
の費用負担区
分 

17             

本事業では事前調査により複数
箇所のアスベスト含有建材が確
認されていることから、事業費算
定の前提条件を確認するため、
既往調査で確認されているアス
ベスト含有建材の除去費用負担
区分をご教示いただきたい。 

既往調査で確認されているアス
ベスト含有建材については、応
募者が事業費に見込むことがで
きるよう、募集要項等において資
料を提示します。既往調査で確
認されている又は推定される範
囲の除去等に要する費用は、原
則として事業者負担とすることを
想定しています。 

103 
アスベスト追加
発見時のリスク
分担 

17             

改修工事中に未調査箇所また
は事前調査で不検出とされた箇
所から新たなアスベスト含有建
材が発見された場合の追加費

既往調査で確認できない又は
推定できない箇所から新たなア
スベスト含有建材が発見され、
追加費用又は工期延長が必要
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用負担区分および工期延長時
の取扱いをご教示いただきた
い。 

となる場合の取扱いについて
は、本学と事業者で協議のうえ
定めるものとします。詳細は事業
契約書（案）において提示しま
す。 

104 
アスベスト調
査・測定要件 

17             

アスベスト除去工事において要
求される事前調査、各種届出、
第三者機関によるクリアランス測
定および作業環境測定等の実
施要件をご教示いただきたい。 

アスベストに係る事前調査、届
出、作業環境測定、空気中繊維
数測定、完了確認等について
は、関係法令等を遵守し、事業
者の責任において実施してくだ
さい。具体的な要求事項は募集
要項等において提示します。 

105 
アスベスト処理
方法の選択基
準 

17             

アスベスト含有建材について、
除去・囲い込み・封じ込めの選
択基準をご教示いただきたい。 

アスベスト含有建材の処理方法
は、関係法令等に適合し、施設
整備後の安全性及び維持管理
性を確保できる方法として、事業
者が提案するものとします。ただ
し、本学が必要と認める場合は
協議のうえ処理方法を定めま
す。 

106 
空気中繊維数
測定の取扱い 

17             

除去工事中および工事完了後
の空気中繊維数測定の要求有
無、報告様式および費用負担区
分をご教示いただきたい。 

除去工事中及び工事完了後の
空気中繊維数測定その他必要
な測定・報告は、関係法令等に
従い、事業者の責任と費用で実
施してください。報告様式等は
募集要項等又は本学との協議
により定めます。 

107 
不可抗力の定
義および
1/100 ルール 

17             

不可抗力リスクの負担範囲を確
認するため、不可抗力に該当す
る事象の範囲およびリスク分担
表における「施設整備費相当分
の 1/100 超」の運用方法をご教
示いただきたい。 

不可抗力の定義及び費用負担
の詳細は、募集要項等（主に事
業契約書（案））において提示し
ます。リスク分担表（案）※２に記
載のとおり、要求水準を満たして
いるにもかかわらず生じた合理
的な範囲の増加費用及び損害
について、施設整備期間は累計
額が施設整備費相当分の 100
分の 1 に至るまでは事業者が負
担し、これを超える額は本学が
負担することを想定しています。 

108 
保険加入条件
および再建義
務 

17             

不可抗力発生時に事業者へ求
められる保険加入条件および再
建義務の有無をご教示いただき
たい。 

保険加入条件及び不可抗力発
生時の再建義務等については、
募集要項等（主に事業契約書
（案））において提示します。な
お、不可抗力により損害が生じ
た場合に事業者が保険金等を
受領したときは、当該金額を増
加費用及び損害から控除するこ
とを想定しています。 

109 
法令改正時の
費用負担 

17             

供用期間中の法令改正により追
加投資が必要となった場合の費
用負担基準および変更協議手
続をご教示いただきたい。 

法令改正により追加投資が必要
となる場合の費用負担及び変更
協議手続の詳細は事業契約書
（案）において提示します。 

110 

リスク分担表
(案)(共通) 
NO.7 法制度リ
スク 

17             

「上記以外の法令等の新設・変
更」とありますが、本事業に直接
的影響を及ぼさないものとは具
体的にどのようなものでしょうか。 

「上記以外の法令等の新設・変
更」とは、本事業に特有又は直
接的に影響するものではなく、
一般的に事業者の事業活動、
法人運営、雇用、税務等に影響
する法令等の新設・変更を想定
しています。詳細は事業契約書
（案）において提示します。 

111 

リスク分担表
(案)(共通) 
NO.25～28 リス
ク負担 

17             

負担者の「副分担」とは、どのよ
うな定義でしょうか。 

「副分担」とは、主たる負担者で
はないものの、一定の範囲、条
件又は帰責事由がある場合に
費用又は損害を負担する可能
性があることを示すものです。な
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お、具体的な負担範囲は募集
要項等において提示します。 

112 リスク 18             
不可抗力による遅延・増額のリス
ク分担をご教示ください。 

番号 107 の回答を参照してくだ
さい。 

113 リスク分担 19             

（添付資料２リスク分担表）「空室
リスク」ついて事業者側「△」の
想定をご教示ください。 

空室リスクについては、本学が
入居者募集及び選定を行うこと
を原則とする一方、事業者は募
集・広報補助、入退去手続、施
設の品質維持、入居者サービス
向上等により入居率確保に協力
することを想定しての記述として
います。具体的な分担の内容は
募集要項等において提示しま
す。 

114 リスク分担 19             

（添付資料２リスク分担表）「未収
リスク」ついて事業者側「△」の
想定をご教示ください。 

未収リスクについては、本学が
賃料収入を収受する一方、事業
者は利用料金等の計算・徴収、
督促補助、入居者への説明等を
行うことを想定しての記述として
います。具体的な分担の内容は
募集要項等において提示しま
す。 

115 

リスク分担表
(案)（維持管
理・運営段階） 
NO.5 未収リス
ク 

19             

新学生寮の空室、未収につい
て、事業者が「副分担」となって
いるのはなぜでしょうか。 

番号 113 及び番号 114 の回答
を参照してください。 

116 リスク分担表 19             

リスク分担表では空室リスク及び
家賃等の未収リスクが本学主分
担・事業者副分担となっていま
すが、副分担として事業者が負
担する具体的な内容について
現時点の想定をご教示くださ
い。 

番号 113 及び番号 114 の回答
を参照してください。 

117 空室 19             

空室リスクの具体的内容をご教
示ください。 

空室リスクとは、本施設の入居者
が想定を下回ることにより、入居
者からの賃料収入が減少するリ
スクを想定しています。なお、事
業開始後のサービス購入費は、
実際の入居率とは連動しないも
のとする予定です。 

118 
（添付資料２） 
※２ 

20             

事業者が増加費用及び損害費
用を保険、保証、保証金等を受
領した場合、受領金をのぞいた
不足分を大学が負担するという
解釈で宜しいでしょうか。 

ご理解のとおりです。ただし、事
業者が受領した保険金、保証
金、補償金等は、増加費用及び
損害から控除するものとし、その
後の負担は事業契約書（案）に
定める負担割合によるものとしま
す。 

119 
（添付資料２） 
※３ 

20             
変動率が一定水準以下の一定
水準以下とは、具体的な数値及
び基準をご教示下さい。 

番号 20 の回答を参照してくださ
い。 

120 
（添付資料２） 
※４ 

20             
変動率が一定水準以下の一定
水準以下とは、具体的な数値及
び基準をご教示下さい。 

番号 46 の回答を参照してくださ
い。 

121 
（添付資料２）
※５ 

20             

１０年ごとに基準金利の変動に
基づき改定するとは、日本銀行
が発表する基準金利のことを指
すのか。事業者に対し資金供給
を行う金融機関（融資団）が個々
に決めて提示している店頭表示
金利を指すのか。どちらを指す
のかご教示ください。 

番号 27 の回答を参照してくださ
い。 

122 添付資料 4 22             
事業範囲外のいずみナーサリー
は、工事期間中も運営している
との理解でよろしいですか。 

ご理解のとおりです。 
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番号 項目 頁 第 1 (1) 1) ① ｱ a 質 問 回 答 

123 その他               

大塚宿舎の西側にあるお茶の
水大学こども園は、工事期間中
も運営しているとの理解でよろし
いですか。 

ご理解のとおりです。 
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事業方針等に関する意見書 
＜ 事業方針に関する意見 ＞ 

番号 意見 頁 第 1 (1) 1) ① ｱ a 意見 

1 
物価変動スラ
イド条項の明
確化 

3 1 (7) 2)       

施設整備費、維持管理費および運営費に適用される物価変動スラ
イドについて、採用指数、基準時点、改定頻度および適用閾値を募
集要項等において明示されたい。長期事業であり、金融機関との協
議や事業収支計画の策定において重要な前提条件となるためであ
る。 

2 
家賃設定およ
び改定ルール
の明確化 

3 1 (7) 2)       

家賃設定主体、改定権限および改定手続について募集要項等に
おいて明示されたい。サービス購入費と実際の家賃収入は連動し
ないとされている一方、家賃設定は入居率や運営計画に大きく影響
することから、事業者の運営責任との関係を整理する必要があると
考える。 

3 
空室リスク・未
収リスク分担の
明確化 

3 1 (7) 2)       

空室リスクおよび未収リスクについて、大学の協力義務、リスク負担
割合、サービス購入費減額方法ならびに入居率算定方法を募集要
項等において明示されたい。入居者募集・選定を大学が担う一方
で、空室や未収に関するリスクを事業者が負担する場合には、事業
者がコントロールできないリスクを負担することとなるため、適切なリ
スク分担が必要と考える。 

4 
維持管理費及
び運営費相当
分 

4 1 (7) 2) ③   ※ 

要求水準書（P21）に入居者の募集及び選定は原則として大学が行
うと記載あります。想定入居率８５％はあくまでも大学都合の数値と
考えます。今回事業は RO 方式で施設整備から事業期間中、大学
に建物一棟お貸しするものです。また、事業方針 P16 記載の通り、
入居者の賃料は大学の収入とする。と記載あります。以上の事から
整合性が取れなく想定入居率８５％削除が適切と考えます。 

5 
事業方針・要
求水準全体 

4 1 (7) 2) ③     

本事業は、既存施設の有効活用により学生サービス向上と大学負
担軽減を両立することを目的とした、非常に意義のある計画と認識
しております。一方で、現時点で提示されているサービス購入費上
限をはじめとした事業条件を前提とした場合、近年の建設費・人件
費の高騰等を踏まえると、安定的かつ持続可能な事業提案を行うこ
とが難しいと考えております。 

6 
事業方針・要
求水準全体 

4 1 (7) 2) ③     

貴学にてご負担いただくサービス購入費の上限額は設定いただい
ておりますが、現時点では改修内容（ナーサリー機能を兼ねる設
備・配管系統の更新範囲や、防水工事の対象範囲等）が明確でな
いため、整備費の算出が非常に難しい状況です。つきましては、より
正確な検討を行うためにも、工事範囲の詳細についてご明記いた
だくことをご検討いただけますと幸いです。また事業者の創意工夫
を活かす観点から、支払額については一定の範囲で事業者提案と
することや、場合によっては大学側のご負担を含めた柔軟な条件設
定について、ご検討ください。 

7 
事業方針・要
求水準全体 

4 1 (7) 2) ③     

工事内容が現時点では十分に明確でない状況ではございますが、
概算レベルでの試算においても、提示いただいている上限金額内
に収まる可能性は低いと考えます。つきましては、事業の実現性を
高める観点から、保証率を 90％へご変更いただくことや、一部整備
費用につきまして貴学にてご負担いただくことについて、ご検討くだ
さい。 

8 
サービスに係
る対価 

4 1 (7) 2) ③     

サービス購入費上限が賃料水準に連動して実質固定されているた
め、近年の建設費・人件費・修繕費の上昇を踏まえると、長期（最大
45 年）にわたる安定運営に必要な品質確保と収支均衡の両立が難
しくなる懸念があります。支払額の提案余地の拡大、あるいは改定
ルールの明確化・柔軟化をご検討ください。 

9 
サービスに係
る対価 

4 1 (7) 2) ③     

想定入居率 85%は安全側の設定と理解しますが、都心立地・26 ㎡
個室という商品性を踏まえると、実態との乖離が生じうるため、前提
値の再検討余地があると考えます。提案の実現性向上の観点から、
入居率前提の扱いを柔軟に整理することをご検討ください。 

10 
最低事業期間
の設定有無の
明確化 

4 1 (10) 2)       

維持管理・運営期間については「供用開始後 45 年間まで（事業者
提案）」とされているが、事業者提案の下限となる最低事業期間の設
定有無を募集要項等において明示されたい。事業期間は資金調達
条件、修繕計画および事業収支に大きく影響するため、提案条件
の前提として明確化が必要と考える。 

11 

事業期間とサ
ービス購入費
算定の関係の
明確化 

4 1 (10) 2)       

事業期間の長短がサービス購入費の算定方法および評価にどのよ
うに反映されるかを募集要項等において明示されたい。事業期間の
設定は施設整備費の回収計画やライフサイクルコストに影響するた
め、適切な提案を行う上で重要な条件となる。 

12 
事業期間変更
（延長・短縮）

4 1 (10) 2)       
事業期間中に延長または短縮が必要となった場合の可否、協議手
続および契約変更方法について募集要項等において明示された
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番号 意見 頁 第 1 (1) 1) ① ｱ a 意見 

の取扱いの明
確化 

い。長期事業であることから、将来的な社会環境や大学方針の変化
に対応するための手続をあらかじめ整理しておくことが望ましいと考
える。 

13 
事業期間ごと
の評価方法の
明確化 

4 1 (10) 2)       

事業期間の違いが提案審査においてどのように評価されるのかを
募集要項等において明示されたい。事業期間の設定は価格および
維持管理計画に大きく影響するため、評価の考え方を事前に明確
化することで公平な競争環境の確保につながるものと考える。 

14 
特別目的会社
の設立等 

10 2 (10) 5)       

SPC の出資要件や体制条件はガバナンス確保の観点で理解する
一方、維持管理・運営等の専門性を持つ各事業者を組み込みやす
い条件設計とすることが、結果として運営品質と持続性に資すると
考えます。 
専門性の高い協力企業各社を含めた形態での出資構成の許容
や、施設整備期間と運営期間で代表企業が可変することを容認す
る等、柔軟な取扱いをご検討ください。 

15 
特別目的会社
の設立等 

10 2 (10) 5)       

本事業においては、施設整備事業と維持管理・運営業務を明確に
区分する等で、事業規模・リスク分担が明確なスキームであれば、
SPC 設立を一律必須としない整理も合理的と考えます。事業体制に
応じた選択肢を確保する観点から、SPC 要否の考え方の整理をご
検討ください。 

16 特別目的会社 10 2 (10) 5)       

出資比率について構成員のみで 50％以上とする条件は、事業体制
の組成上の制約となる可能性があります。実務的な体制構築の観
点から、協力企業を含めた形での 50％出資構成について認めてい
ただく等、柔軟な条件設定をご検討いただければと存じます。 

17 特別目的会社 10 2 (10) 5)       

本事業は、施設整備期間と供用開始後の運営期間で求められる業
務内容や専門性が大きく異なることから、それぞれのフェーズに応じ
て最適な体制を構築することが望ましいと考えております。そのた
め、代表企業については、施設整備期間と運営期間において変更
を可能とする等、柔軟な体制構築を認めていただくことをご検討い
ただければと存じます。 

18 特別目的会社 10 2 (10) 5)       

本事業において、施設整備および維持管理・運営業務をそれぞれ
単独の事業者が担う体制とする場合、SPC の設立は必須ではなく、
任意とすることも合理的な選択肢の一つであると考えます。事業規
模や体制に応じた適切なスキーム選択が可能となるよう、SPC 設立
の要否については柔軟な取り扱いをご検討いただければと存じま
す。 

19 
改修整備戸数
の定義の明確
化 

12 3 (1) 1)       

サービス購入費算定式における「改修整備戸数」について、契約時
点での確定戸数および設計進捗等に伴い戸数変更が生じた場合
の変更手続を募集要項等において明示されたい。本建物は壁式プ
レキャストコンクリート造であり、設計段階で戸数調整が生じる可能
性があるためである。 

20 
事業者の責任
の履行に関す
る事業 

12 3 (3)         
これに代わる担保を納付又は提供することとありますが、提供及び
納付可能な担保種類を具体的に明示するのが適切と考えます。 

21 
第三者賠償リ
スク 

17             

「上記のうち、調査・工事の施工に伴い通常避けることができない騒
音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等による第三者の損害」をリスク
内容に追記。これに対する負担者は大学が主分担。とするのが適
切と考えます。 

22 
大学施設への
リスク 

17             

「上記のうち、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振
動、地盤沈下、地下水の断絶等による第三者の損害」をリスク内容
に追記。これに対する負担者は大学が主分担。とするのが適切と考
えます。 

23 
工事遅延リス
ク 

18             
中東情勢による影響等を考慮し、大学と事業者による両者協議の項
目を追加いただきたく存じます。 

24 
用地取得リス
ク 

18             

負担者欄は現状事業者が主分担と記載されています。近隣には資
材置場に適した空き土地等はなく、近隣で資材置場確保は困難と
考えます。資材置場はキャンパス内（大塚１団地内工事場所近辺）、
負担者欄は大学を主分担、事業者を副分担とするのが適正と考え
ます。 

25 空室リスク 19             

要求水準書（P21）３．施設管理業務（１）目的に、本施設の管理全
般に関する業務を実施する。ただし、入居者の募集及び選定は、原
則として本学が行う。と記載あり、負担者欄は大学が主分担で事業
者が副分担となっていますが、このような場合、事業者に空室リスク
は無いとするのが適正と考えます。 
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要求水準書(案)に関する質問回答書 
＜ 要求水準書(案)に関する質問回答 ＞ 

番号 項目 頁 章 第 1 (1) 1) ① ｱ a 質 問 回 答 

1 教育寮機能 1 1 1 (3) 7) ①     

お茶大SCCで取り入れてい
る教育寮の機能とは、HP 内
学生寮お茶大 SCC 記載
の、５人で１つの小さなコミ
ュニティハウスを形成し、寮
生は SCC に２年間在寮し、
寮内で行われている学生支
援プログラムに積極的に参
加することの解釈で宜しい
でしょうか？ 

ご理解のとおりです。 

2 教育寮機能 1 1 1 (3) 7) ②     

今回事業で RA の導入提案
する場合、RA に対する報
酬は事業者が見込むので
しょうか？お茶大HP本学独
自の奨学金一覧にSCC-RA
奨学金が記載されていま
す。今回事業で RA 導入採
用される場合の RA に対す
る報酬は、大学独自の奨学
金から支払われるのでしょう
か？また、２０２２年竣工の
音羽館は RA 導入されてい
るのでしょうか？導入されて
いる場合の報酬についてご
教示下さい。 

RA に対する報酬が生じる場合
は、事業者が見込むこととしま
す。本学から RA に対する報
酬・奨学金を支給することは、
予定しておりません。また、音
羽館ではＲＡ制度は導入され
ていません。 

3 教育寮機能 1 1 1 (3) 7) ②     

お茶大SCCで取り入れてい
る RA の導入は、事業者の
提案によるとあります。RA を
導入した場合、それに関わ
る費用は事業者負担になり
ますか。また、運営をする中
で、学生及び職員等の学校
関係者が参加することは可
能でしょうか。 

RA 制度を導入した場合の費
用は事業者負 担とい たしま
す。RA 制度の運営に際して、
本施設に居住する学生以外の
学生および教職員等が参加す
ることは想定していません。 

4 教育寮機能 1 1 1 (3) 7) ②     

現在、RA を導入し運用して
いる施設はお茶大 SCC の
みとなりますか。既存施設
において、RA の運用形態
をご教示いただくことは可
能ですか。 

本学の RA 制度は、お茶大
SCC のみです。運営形態につ
いては、５人で１つの小さなコミ
ュニティハウスを形成し、寮生
は SCC に２年間在寮し、寮内
で行われている学生支援プロ
グラムであり、RA は選考により
任命され、原則4名配置してい
ます。 

5 
本事業の位置
づけ（音羽館と
の関係） 

2 1 1 (4) 3) ②     

お茶大他寮（SCC・小石川
寮・音羽館）は門限がありま
すが、今回事業の新学生寮
では門限を設ける予定でし
ょうか？また、訪問者規定も
設ける予定でしょうか？ご教
示下さい。 

門限は設けない予定です。な
お、訪問者については、本学
学生、入居者家族（女性に限
る）のみ可能とする方針です。 

6 居室面積 2 1 1 (4) 2) ①     

居室面積とは、１住戸の面
積でよろしかったでしょう
か。また、現状 PS を除き
25.14 ㎡(水廻りと収納等含
む)ですが、25.14 ㎡の計画
で進めてよろしいでしょう
か。 

ご理解のとおりです。 

7 交流施設 3 1 1 (1) 4) ④     

要求水準書では「学生交流
施設は必要最小限としつ
つ、日常の動線や居室のあ
り方により緩やかな接点が
生まれる計画」とされていま
す。一方で学生交流施設を
3 室以上設置することも可

具体的な評価基準について
は、募集要項等において提示
します。 
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番号 項目 頁 章 第 1 (1) 1) ① ｱ a 質 問 回 答 
能とされていますが、交流
施設の充実と居室戸数の
確保のどちらを重視してい
るのか、評価上の考え方を
ご教示ください。 

8 
断熱性能の要
求水準 

3 1 1 (1) 4) ⑥     

環境性能および省エネルギ
ー性能に係る要求条件を
確認するため、断熱性能に
関する具体的要求水準をご
教示いただきたい。 

住戸部分についてのみ、断熱
等性能等級 4 以上を想定して
います。具体的な要求につい
ては、募集要項等において提
示します。 

9 
再生可能エネ
ルギー設備の
導入条件 

3 1 1 (1) 4) ⑥     

環境性能および省エネルギ
ー性能に係る要求条件を
確認するため、太陽光発電
等の再生可能エネルギー
設備導入に関する条件およ
び収益帰属をご教示いただ
きたい。 

太陽光発電設備等の再生可
能エネルギーの導入について
は、事業者の提案によるものと
します。提案する場合は、個別
提案の手続きを経て可能とし
ます。 

10 

埋蔵文化財調
査の実施義務
および実施主
体 

4 1 2 (5) 1)       

本事業計画地は周知の埋
蔵文化財包蔵地とされてい
ることから、EV 設置工事等
に伴う掘削工事への影響を
確認するため、試掘調査お
よび本調査等の実施義務
ならびに実施主体をご教示
いただきたい。 

試掘調査、本調査等の要否及
び実施主体については、関係
行政機関との協議結果による
ものとします。EV 設置工事等
に伴い必要となる埋蔵文化財
に関する手続・調査は、原則と
して事業者が実施することを想
定しています。詳細は募集要
項等において提示します。 

11 
埋蔵文化財調
査に伴うリスク
負担 

4 1 2 (5) 1)       

本事業計画地は周知の埋
蔵文化財包蔵地とされてい
ることから、EV 設置工事等
に伴う掘削工事への影響を
確認するため、埋蔵文化財
調査に伴う追加費用および
工程遅延リスクの負担区分
をご教示いただきたい。 

埋蔵文化財調査に伴い追加
費用又は工程遅延が生じる場
合の負担区分については、リ
スク分担表（案）に記載の考え
方を基本とし、本学と事業者で
協議のうえ定めるものとしま
す。詳細は事業契約書（案）に
おいて提示します。 

12 
地中障害物発
見時の費用負
担 

4 1 2 (5) 1)       

本事業計画地は周知の埋
蔵文化財包蔵地とされてい
ることから、EV 設置工事等
に伴う掘削工事への影響を
確認するため、地中障害物
や既存基礎等が発見され
た場合の費用負担区分をご
教示いただきたい。 

地中障害物や既存基礎等が
発見された場合の費用負担に
ついては、大学負担を想定し
ています。 

13 
工期計画上の
余裕度および
工程調整 

4 1 2 (5) 1)       

本事業計画地は周知の埋
蔵文化財包蔵地とされてい
ることから、EV 設置工事等
に伴う掘削工事への影響を
確認するため、大学として
想定している工期計画上の
余裕度および工程調整の
考え方をご教示いただきた
い。 

現時点で、埋蔵文化財調査に
起因する特別な工期余裕は見
込んでいません。応募者は、
関係行政機関との協議・手続
を含め、施設整備期間内に完
了できる工程を提案してくださ
い。必要な工程調整について
は、本学と事業者で協議する
ものとします。 

14 
延床面積の正
式数値 

6 1 2 (6) 1)       

本事業に係る建物面積に
ついて、事業方針、要求水
準書（案）および耐震診断
報告書において異なる数値
が記載されているため、設
計条件を明確にする観点か
ら、本施設の建築基準法上
の延床面積および本事業
における改修対象延床面
積の正式な数値をご教示い
ただきたい。 

建築基準法上の延べ面積は、
既存図面等に基づき約 2,062
㎡を想定しています。本事業
の改修対象は、大塚宿舎部分
約 1,887 ㎡を基本とし、いずみ
ナーサリー部分約 175 ㎡は本
事業対象外とします。ただし、
用途変更等に伴い必要となる
申請上の面積及び取扱いは、
募集要項等において提示しま
す。 

15 
いずみナーサ
リー用途変更 

6 1 2 (6) 2)       
いずみナーサリーの保育所
への用途変更も業務範囲
になりますでしょうか。 

ご理解のとおりです。 
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16 用途変更 6 1 2 (6) 2)       
用途変更の申請費用は、大
学と事業者どちらの負担で
しょうか。 

事業者負担を想定していま
す。 

17 

保育所との防
火区画・遮音
区画の責任区
分 

6 1 2 (6) 2)       

本事業対象外である「いず
みナーサリー」が建物内で
継続運営されることを前提と
して、保育所と改修対象区
域との防火区画および遮音
区画等の維持責任区分を
ご教示いただきたい。 

保育所と改修対象区域との防
火区画、遮音区画等について
は、関係法令及び所轄官庁と
の協議に基づき必要な性能を
確保するものとします。本事業
の改修に伴い必要となる区画
等の整備及び維持に係る責任
区分は、募集要項等において
提示します。 

18 
保育所部分の
検査時の取扱
い 

6 1 2 (6) 2)       

本事業対象外である「いず
みナーサリー」が建物内で
継続運営されることを前提と
して、完了検査および消防
検査等における保育所部
分の取扱いをご教示いただ
きたい。 

保育所部分は用途変更を伴う
ため、完了検査および消防検
査等の対象となることが想定さ
れますが、詳細は施設整備段
階での所轄官庁との協議によ
るものと想定しています。な
お、保育所部分の協議は大学
主体で行う予定ですが、事業
者に協力いただくことを想定し
ています。 

19 
用途変更時の
既存不適格部
分の取扱い 

6 1 2 (6) 2)       

用途変更を行う場合、既存
不適格部分の改修が必要
となる範囲およびその費用
負担の考え方をご教示いた
だきたい。 

用途変更に伴い既存不適格
部分の改修が必要となる場合
は、関係法令及び所轄官庁と
の協議に基づき対応するもの
とします。費用負担について
は、当該改修が本事業の要求
水準を満たすために必要なも
のか、大学の指示又は本事業
対象外部分に起因するものか
を踏まえ、本学と事業者で協
議のうえ定めます。 

20 既存施設概要 6 1 2 (6) 2)       

大塚宿舎の備考欄に、本事
業にあわせて、共同住宅へ
の用途変更の手続きを行う
とあります。計画通知申請
業務にあわせて行うとの理
解でよろしいですか。 

ご理解のとおりです。 

21 既存施設概要 6 1 2 (6) 2)       

いずみナーサリーの備考欄
に、本事業にあわせて、保
育所への用途変更の手続
きを行うとあります。計画通
知申請業務にあわせて行う
との理解でよろしいですか。 

ご理解のとおりです。 

22 
本施設の施設
整備業務 

6 1 2 (7) 1) 
① 
他 

    

①～⑧の項目にこれらを実
施する上で必要となる業務
の記載があります。必要とな
る業務とは、施設整備や申
請に伴い事業者が必要と判
断した調査との理解でよろ
しいですか。 

ご理解のとおりです。施設整備
業務、各種申請等及び提案内
容を実施するために必要とな
る調査、協議、手続その他関
連業務を含むものとします。 

23 
本施設の施設
整備業務 

6 1 2 (7) 1) 
① 
他 

    

必要となる業務を選定する
中で、今回提供されている
資料 1～資料 8 の他に、貸
与予定の資料はあります
か。 

改修範囲について整理した資
料を提示します。 

24 
いずみナーサ
リー用途変更 

7 1 1 (7) 1) ⑨     

いずみナーサリーは対象外
になっていますが、用途変
更は業務範囲になりますで
しょうか。業務範囲内であれ
ば、現状の図面提供と現地
調査の実施をお願い致しま
す。 

いずみナーサリーの用途変更
の申請は本業務の範囲といた
します。現状については、募集
要項等において提示します。 

25 
学生交流施設
の機能要件 

8 2 1 (1)         
応募者による適切な施設計
画および運営計画の検討

事業者の提案によることを想
定しています。 
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を可能とするため、学生交
流施設（学生交流施設 2
室）について、キッチンルー
ム、スタディルーム、ミーティ
ングルーム等の具体的な機
能要件および必要設備条
件をご教示いただきたい。 

26 
学生交流施設
増設時の評価
の考え方 

8 2 1 (1)         

応募者による適切な施設計
画および運営計画の検討
を可能とするため、学生交
流施設を 3 室以上とし、要
求水準書に記載のとおり個
室数を減じる提案を行う場
合の評価上の考え方をご教
示いただきたい。 

具体的な評価基準について
は、募集要項等の事業者選定
基準にて提示します。 

27 
管理人室の要
求条件 

8 2 1 (1)         

応募者による適切な施設計
画および運営計画の検討
を可能とするため、管理人
室の最低面積、配置条件
および必要設備をご教示い
ただきたい。 

管理人室の最低面積、配置条
件及び必要設備については、
管理業務を適切に実施できる
ことを前提に事業者提案としま
す。なお、管理人室はエントラ
ンス付近など、入居者対応及
び出入館管理に支障のない位
置に配置することを想定してい
ます。詳細は募集要項等にお
いて提示します。 

28 必要諸室 8 2 1 (1)         

必要諸室欄に１階～5 階個
室と示されていますが、身
障者用個室(車椅子対応個
室等)の整備は不要または
事業者提案との理解でよろ
しいですか。 

ご理解のとおりです。 

29 必要諸室 8 2 1 (1)         

共用諸室に、1 階/防災備
蓄倉庫(入居者数×3 日分
の水、食料等)とあります。
規模及び備蓄品ついては、
事業者提案との理解でよろ
しいですか。 

ご理解のとおりです。 

30 
全面更新の定
義 

8 2 1 (2)         

要求水準書（案）第2 章 1(2)
において「原則として躯体を
除く、内外装および設備に
ついては全面的に更新する
ものとする」とされているが、
「全面更新」の定義として設
備機器を全て新品交換する
ことが必須なのか、性能確
認により既存設備の継続使
用を提案することは可能か
をご教示いただきたい。 

「全面的に更新」とは、原則とし
て躯体を除く内外装及び設備
を更新し、事業期間にわたり要
求水準を満たす状態を確保す
ることを意味します。ただし、既
存設備等について、法令適合
性、性能、耐久性、維持管理
性及び事業期間中の修繕・更
新責任を踏まえ、要求水準を
満たすことが確認できる場合
は、事業者提案により継続使
用を認める余地があります。詳
細は募集要項等において提示
します。 

31 
EV 設置時の
構造安全性確
認 

8 2 1 (2)         

本建物は壁式プレキャスト
コンクリート造であり、構造
上の制約が大きいことから、
EV 設置に伴う構造安全性
確認の方法および大学の
承認フローをご教示いただ
きたい。 

EV 設置に伴う構造安全性確
認は、事業者において構造検
討を行い、必要に応じて確認
検査機関等へ確認するものと
します。本学は、設計段階に
おいて、要求水準書及び提案
書への適合性を確認します。
詳細な承認フローは募集要項
等において提示します。 

32 
外壁改修後の
意匠および承
認手続 

8 2 1 (2)         

建築外皮改修について、外
壁改修後の意匠、色彩計
画および大学承認手続をご
教示いただきたい。 

外壁改修後の意匠及び色彩
計画については、周辺環境と
の調和、大学施設としての品
位、耐久性及び維持管理性に
配慮し、事業者提案とします。
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設計段階において本学の確認
を受けるものとします。 

33 
外断熱改修の
制約条件 

8 2 1 (2)         

建築外皮改修について、外
断熱改修を採用する場合
の制約条件をご教示いただ
きたい。 

外断熱改修を採用する場合
は、関係法令、外壁後退・斜
線等の法規制、既存躯体との
納まり、耐久性、防火性能、結
露対策及び維持管理性に配
慮してください。詳細は事業者
提案によるものとします。 

34 
開口部性能の
要求水準 

8 2 1 (2)         

建築外皮改修について、開
口部の断熱性能および遮
音性能等に関する要求水
準をご教示いただきたい。 

開口部については、学生寮と
して適切な断熱性能、遮音性
能、防犯性能、換気性能及び
維持管理性を確保するものと
します。具体的な性能水準は
事業者提案を基本とし、詳細
は募集要項等において提示し
ます。 

35 
バルコニー改
修条件 

8 2 1 (2)         

建築外皮改修について、バ
ルコニー改修範囲および付
属設備設置条件をご教示
いただきたい。 

バルコニーについては、防水、
排水、手すり等の安全性、避
難上の機能、設備設置に伴う
荷重・維持管理性等を踏まえ、
必要な改修を行うものとしま
す。付属設備の設置条件は事
業者提案によるものとします
が、関係法令及び構造安全性
を満たす必要があります。 

36 
本 体 工 事（ 電
気設備工事一
式） 

8 2 1 (2)         

受変電設備改修と記載あり
ます。図面を拝見すると１F
に電気室と東電借室の記
載があります。電気室にあ
る受変電設備は東電借室
のみで、キュービクルはな
いという理解で宜しいでしょ
うか？ 

ご理解のとおりです。 

37 
本 体 工 事（ 電
気設備工事一
式） 

8 2 1 (2)         

構内電話交換設備改修と
記載あります。こちらは、内
線電話（各居室間、管理人
室と居室間）という理解で宜
しいでしょうか？具体的にご
教示下さい。 

当該記載を削除します。 

38 
本 体 工 事（ 電
気設備工事一
式） 

8 2 1 (2)         

情報表示設備改修と記載
あります。こちらはデジタル
サイネージや案内表示板の
理解で宜しいでしょうか？
具体的にご教示下さい。 

当該記載を削除します。 

39 EV 工事 8 2 1 (2)         

メンテナンス契約で、安全
性に優れたメーカー系会社
との契約を求めますか？ま
た FULL・POG の縛りはござ
いますか？ご教示下さい。 

EV の保守契約について、メー
カ ー 系 会 社 と の 契 約 又 は
FULL・POG の別を指定する予
定はありません。関係法令に
遵守し、安全性及び適切な維
持管理が確保される方式を事
業者提案とします。 

40 改修範囲 8 2 1 (2)         

躯体を除き全面更新とあり
ますが、ナーサリーと接続
する設備系統を考慮した場
合でも配管を含め全面更新
が必須でしょうか。既存設備
の部分活用は認められます
か。 

原則として、躯体を除く内外装
及び設備は更新するものとしま
す。ただし、いずみナーサリー
と接続・共用する設備系統等
については、運営継続への影
響、法令適合性、性能、耐久
性及び維持管理性を踏まえ、
本学と協議のうえ、既存設備の
部分活用を認める場合があり
ます。 

41 昇降機 8 2 1 (2)         
エレベーター設置は必須条
件でしょうか。未設置とする
提案は可能でしょうか。 

エレベーターの設置は必須と
します。 
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42 昇降機 8 2 1 (2)         

エレベーター仕様（9 人乗
り）は固定条件でしょうか。
仕様変更や合理化提案は
可能でしょうか。 

エレベーターについては、引
越時の荷物の搬出入や車い
す利用者の利用に配慮し、利
便性、安全性、バリアフリー性
能及び維持管理性を確保した
仕様を想定しています。現時
点では、9 人乗り程度を想定し
ていますが、上記の性能等が
確保される場合には、定員・仕
様を固定条件とするものでは
ありません。具体的な仕様に
ついては、募集要項等におい
て提示します。 

43 主な改修内容 8 2 1 (2)         

建築工事の改修内容に、開
口部改修とあります。具体
的な改修内容の想定はあり
ますか。 

開口部改修は、既存サッシ、
建具、ガラス、気密・水密性
能、断熱性能、防犯性能等の
改善を想定しています。具体
的な改修内容は、要求水準を
満たす範囲で事業者提案によ
るものとします。 

44 主な改修内容 8 2 1 (2)         

電気設備工事の改修内容
に、受変電設備改修とあり
ます。1 階の電気室は東電
借室になりますか。また、計
画を進めるにあたり、集合
住宅用変圧器等による改修
提案は可能でしょうか。 

集合住宅用変圧器等による改
修提案の可否については、東
京電力その他関係機関との協
議及び関係法令への適合を
前提に、事業者提案によるも
のとします。 

45 主な改修内容 8 2 1 (2)         

仮に、集合住宅用変圧器
等を導入し、既存の電気室
が不要となった場合、当該
空間を倉庫等の他用途とし
て計画することは可能でしょ
うか。 

既存の電気室が不要となる場
合の他用途利用については、
関係法令、東京電力その他関
係機関との協議、建物全体の
安全性・維持管理性及び必要
諸室の確保を前提に、本学と
協議のうえ判断します。 

46 主な改修内容 8 2 1 (2)         

電気設備工事の改修内容
に、防犯カメラ設備改修とあ
ります。機械警備を計画す
るにあたり、メーカー等の指
定は無いとの理解でよろし
いですか。 

ご理解のとおりです。 

47 改修範囲 8 2 1 (2)         

8 ページには「原則として躯
体を除く、内外装および設
備については、全面的に更
新」とあり、18 ページには
「事業者が自らの判断によ
り、既存の内外装または設
備を継続使用する」場合が
ある旨記載があります。貴
学としてはどのようにお考え
でしょうか。 

番号 30 の回答を参照してくだ
さい。 

48 
浴室形式の提
案可否 

8 2 1 (3)         

居室計画に係る要求水準
を明確にするため、浴室に
ついてユニットバス以外の
形式を提案することは可能
かをご教示いただきたい。 

バスとトイレ、バスと洗面は別の
ものとして整備することを想定
しています。 

49 
収納計画の要
求水準 

8 2 1 (3)         

居室計画に係る要求水準
を明確にするため、収納計
画について最低寸法または
必要容量の指定があるかを
ご教示いただきたい。 

1 畳程度以上を想定していま
す。具体的な仕様について
は、募集要項等において提示
します。 

50 

家具・家電・設
備の整備およ
び維持管理区
分 

8 2 1 (3)         

居室計画に係る要求水準
を明確にするため、家具・
家電・設備について事業者
整備範囲と入居者持込み
範囲の区分ならびにエアコ
ン、冷蔵庫、洗濯機等の更

要求水準書に記載の家具・家
電・設備は、原則として事業者
が整備し、事業期間中の維持
管理・修繕・更新を行うものとし
ます。入居者持込みを認める
範囲及び具体的な責任区分
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新・修繕責任区分をご教示
いただきたい。 

は、事業者提案を踏まえ、募
集要項等において提示しま
す。 

51 
洗濯設備の設
置条件 

8 2 1 (3)         

居室計画に係る要求水準
を明確にするため、洗濯機
について各居室設置が必
須か、共用ランドリー方式の
提案が可能かをご教示いた
だきたい。 

洗濯機については、各居室設
置を必須とします。 

52 

住戸タイプ、住
戸に設置する
設 備 ・ 備 品 の
一例 

8 2 1 (3)         

要求水準書に記載されてい
る（水廻り・家具・設備）は最
低限の内容という理解で宜
しいでしょうか？これ以外の
ものを自由提案で追加変更
しても宜しいでしょうか？ 

ご理解のとおりです。 

53 

住戸タイプ、住
戸に設置する
設 備 ・ 備 品 の
一例 

8 2 1 (3)         

水廻りにユニットバスと記載
があります。個室プランの提
案にあたり、ユニットシャワ
ーのみの採用も可能との理
解でよろしいですか。 

ユニットシャワーのみの採用は
想定しておりません。 

54 家具・設備 8 2 1 (3)         

居室に設置する家具・設備
は一例ではあるが整備が必
須の品目との理解でよろし
いでしょうか。また、提案に
よる変更・追加は可能でしょ
うか。 

ご理解のとおり、要求水準書に
記載の家具・設備は最低限整
備するものを想定しています。
要求水準を満たす範囲で、提
案による変更・追加は可能で
す。詳細は募集要項等におい
て提示します。 

55 家具 9 2 1 (3)         

家具の中の机、椅子、ベッ
ドフレームは什器で備品。
棚、クローゼット、下足箱は
造作家具で建築工事として
考えてよろしかったでしょう
か。 

ご理解のとおりです。 

56 什器備品 9 2 1 (3)         

記載の家具・家電は供用開
始時に全戸設置が必須条
件でしょうか。設置範囲の見
直しや選択制とする提案は
可能でしょうか。 

要求水準書に記載の家具・家
電は、供用開始時に全戸設置
することを基本とします。設置
範囲の見直し又は選択制とす
る提案については、入居者の
利便性、賃料水準、維持管理
性等を踏まえ、本学が認める
場合に限り可能とします。詳細
は募集要項等において提示し
ます。 

57 建築計画 9 2 1 (4) 1)       

「既存躯体条件を踏まえ」と
ありますが、前提として躯体
の耐用年数は何年でしょう
か。 

既存躯体の法定耐用年数又
は想定使用年数について、本
学として特定の年数を要求水
準として設定するものではあり
ません。事業者は、既存躯体
条件、耐震診断報告書等を踏
まえ、事業期間中の安全性及
び使用性を確保する計画とし
てください。 

58 建築計画 9 2 1 (4) 1)       

「既存躯体条件を踏まえ」と
ありますが、耐震調査はさ
れておりますでしょうか。 

大塚宿舎については、耐震診
断報告書を添付資料として提
示しています。詳細は添付資
料を確認してください。 

59 建築計画 9 2 1 (4) 1)       

耐震調査をされていない場
合、大学で事前に実施して
いただくもしくは事業者で事
前に実施することは可能で
しょうか。 

耐震診断報告書は添付資料と
して提示しています。追加調
査が必要な場合は、事業者の
判断と責任において実施して
ください。 

60 建築計画 9 2 1 (4) 4)       

居室の断熱対策と記載があ
ります。本計画において、
ZEH 等の整備基準の目安
は無く、居住環境について

第三者機関による ZEH、ZEB
等の認証取得は求めないこと
とします。ただし、住戸部分に
ついては断熱等性能等級 4 以
上を想定しており、具体的な要
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は事業者提案との理解でよ
ろしいですか。 

求は募集要項等において提示
します。 

61 
停電に配慮し
た計画 

9 2 1 (5) 1) ③     

「断水、停電」に配慮した計
画と記載がありますが、停
電時にも給水ポンプや照明
を使用出来るようにする非
常用発電機等の対応まで
は必要無いとの考えで宜し
いでしょうか？ 

ご理解のとおりです。非常用発
電機等の設置までは求めませ
ん。 

62 
省エネ法適合
義務 

9 2 1 (5) 1)       

環境性能および省エネルギ
ー性能に係る要求条件を
確認するため、建築物省エ
ネ法上の適合義務の有無
をご教示いただきたい。 

各種法令の適合義務の有無
については、事業者にて、所
管行政庁または確認検査機関
等へご確認をお願いします。 

63 
環境性能指標
の要求水準 

9 2 1 (5) 1)       

環境性能および省エネルギ
ー性能に係る要求条件を
確認するため、BEI、BELS、
ZEB 等に関する目標水準ま
たは取得義務の有無をご教
示いただきたい。 

ZEB 等の第三者機関による認
証取得は求めないこととしま
す。 

64 
通信性能およ
び通信方式の
要求水準 

9 2 1 (5) 2) ⑤     

情報通信設備計画に係る
要求水準を明確にするた
め、インターネット環境にお
ける最低通信性能要件なら
びに通信方式（光回線、
LAN 配線、Wi-Fi 等）につ
いて指定があるかをご教示
いただきたい。 

インターネット環境は、入居者
が学習及び生活に支障なく利
用できる性能を確保するものと
します。光回線、LAN 配線、
Wi-Fi 等の具体的な通信方式
及び性能は事業者提案による
ものとします。詳細は募集要項
等において提示します。 

65 
ネットワーク分
離要件 

9 2 1 (5) 2) ⑤     

情報通信設備計画に係る
要求水準を明確にするた
め、セキュリティー上求めら
れるネットワーク分離要件を
ご教示いただきたい。 

本施設のネットワークは、本学
の学内ネットワークとは原則と
して分離することを想定してい
ますが、具体的なネットワーク
分離要件及びセキュリティー
要件は、募集要項等において
提示します。 

66 
オートロック設
備の要求条件 

9 2 1 (5) 2) ⑤     

情報通信設備計画に係る
要求水準を明確にするた
め、オートロックシステムの
認証方式、停電時対応およ
びバックアップ電源の要件
をご教示いただきたい。 

オートロックシステムの認証方
式、停電時対応及びバックアッ
プ電源の要件は、入居者の安
全性、防犯性、維持管理性及
び費用対効果を踏まえ、事業
者提案によるものとします。詳
細は募集要項等において提示
します。 

67 
防犯カメラの運
用条件 

9 2 1 (5) 2) ⑤     

情報通信設備計画に係る
要求水準を明確にするた
め、防犯カメラの設置箇所、
保存期間、管理主体および
運用要件をご教示いただき
たい。 

防犯カメラの設置箇所、保存
期間、管理主体及び運用要件
は、個人情報保護に配慮しつ
つ、入居者の安全性及び防犯
性を確保できる計画として、事
業者提案によるものとします。
詳細は募集要項等において提
示します。 

68 
施錠方式の要
求条件 

9 2 1 (5) 2) ⑦     

情報通信設備計画に係る
要求水準を明確にするた
め、居室玄関および建物エ
ントランスにおける施錠方式
の要求条件をご教示いただ
きたい。 

居室玄関及び建物エントラン
スの施錠方式は、入居者の安
全性、防犯性、利便性及び維
持管理性を踏まえ、事業者提
案によるものとします。 

69 非常放送設備 9 2 1 (5) 2) ⑩     

消防法上、非常ベルの対
応が可能な場合でも、非常
放送設備を設置との考えで
宜しいでしょうか？ 

非常放送設備の要否は、消防
法その他関係法令及び所轄
消防署との協議により判断す
るものとします。法令上不要な
場合であっても、事業者提案
により設置することは可能で
す。 

70 防犯設備 9 2 1 (5) 2) ⑪     
⑦にはセキュリティー設備と
ありますが、防犯設備を含

ご理解のとおりです。 
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むことで考えて宜しいでしょ
うか？ 

71 
既存消防設備
の更新条件 

9 2 1 (5) 2)       

用途変更および保育所との
併存を踏まえた消防設備の
要求水準を確認するため、
既存消防設備の継続利用
可否および更新範囲をご教
示いただきたい。 

既存消防設備の継続利用可
否及び更新範囲は、用途変更
後の法令適合性、保育所との
併存、設備の性能・耐久性及
び所轄消防署との協議を踏ま
え、事業者が確認し計画する
ものとします。詳細は募集要項
等において提示します。 

72 
用途変更時の
消防法上の要
求条件 

9 2 1 (5) 2)       

用途変更および保育所との
併存を踏まえた消防設備の
要求水準を確認するため、
用途変更後におけるスプリ
ンクラー設置義務等の消防
法上の要求条件をご教示
いただきたい。 

用途変更後のスプリンクラー設
置義務その他消防法上の要
求条件は、所轄消防署との協
議及び関係法令に基づき確認
してください。必要となる消防
設備は本事業の施設整備業
務に含むものとします。 

73 
保育所との消
防設備区分 

9 2 1 (5) 2)       

用途変更および保育所との
併存を踏まえた消防設備の
要求水準を確認するため、
保育所との消防設備の分
離・共用条件をご教示いた
だきたい。 

保育所との消防設備の分離・
共用条件は、用途変更後の法
令適合性及び所轄消防署との
協議により定めるものとしま
す。本事業に伴い必要となる
改修範囲及び費用負担につ
いては、募集要項等において
提示します。 

74 一般事項 9 2 1 (5)         

メンテナンス性は、例えば
排水管の掃除口設置等と
考えますが、将来の設備増
では今回改修内容に記載
はありませんが、お茶大マ
スタープラン（２０２６）並び
にカーボンニュートラルプラ
ン（２０２５）の理念から共用
部電気の為の太陽光発電
設備設置が想定されます。
その際の設備架台と配管ル
ートは今回工事で設置する
考えで宜しいでしょうか？ご
教示下さい。 

太陽光発電設備等の再生可
能エネルギーの導入について
は、事業者の提案によるものと
し、必須とはしません。したが
って、将来の太陽光発電設備
設置に係る設備架台や配管ル
ートを本事業であらかじめ設置
することは不要です。 

75 
構造壁開口・
設備貫通等の
承認手続 

9 2 1 (5)         

本建物は壁式プレキャスト
コンクリート造であり、構造
上の制約が大きいことから、
構造壁への開口新設、設
備スリーブ設置および PS 新
設に係る承認手続をご教示
いただきたい。 

構造壁への開口新設、設備ス
リーブ設置及びPS新設につい
ては、事業者において構造安
全性を検討し、必要に応じて
確認検査機関等へ確認してく
ださい。本学は設計段階にお
いて要求水準書及び提案書
への適合性を確認します。 

76 
給湯方式の選
択自由度 

10 2 1 (5) 3) ③     

設備更新計画の前提条件
を明確にするため、給湯方
式について個別給湯方式
（電気温水器、エコキュー
ト、ガス給湯器等）および中
央給湯方式の選択に制約
があるかをご教示いただき
たい。 

給湯方式について、電気温水
器、エコキュート、ガス給湯器、
中央給湯方式等の方式指定
はありません。安全性、維持管
理性、省エネルギー性、費用
対効果及び関係法令への適
合を踏まえ、事業者提案による
ものとします。 

77 
給湯設備設置
時の荷重条件 

10 2 1 (5) 3) ③     

設備更新計画の前提条件
を明確にするため、屋上お
よびバルコニー等への給湯
設備設置に係る荷重制限
条件をご教示いただきた
い。 

屋上、バルコニー等への給湯
設備設置にあたっては、既存
躯体の構造安全性、荷重条
件、防水、避難及び維持管理
性を確認してください。具体的
な荷重条件は、既存構造図、
構造計算書等を踏まえ、事業
者において確認するものとしま
す。 

78 
給水方式の選
択自由度 

10 2 1 (5) 3) ③     
設備更新計画の前提条件
を明確にするため、給水設

給水方式については、事業者
の提案によるものとします。 
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備について受水槽更新、直
結給水化および加圧給水
方式等の選択自由度をご
教示いただきたい。 

79 
受水設備更新
時の行政手続 

10 2 1 (5) 3) ③     

設備更新計画の前提条件
を明確にするため、受水槽
廃止または更新に伴う各種
行政手続の実施主体をご
教示いただきたい。 

受水槽廃止又は更新に伴う各
種行政手続は、事業者が実施
するものとします。給水方式に
ついては事業者提案によるも
のとし、関係機関との協議及び
関係法令への適合を前提とし
ます。 

80 
都市ガス設備
の整備条件 

10 2 1 (5) 3) ⑦     

設備更新計画の前提条件
を明確にするため、都市ガ
ス配管の既存状況および新
設時の制約条件をご教示
いただきたい。 

都市ガス配管の既存状況につ
いては、提示資料により確認し
てください。都市ガスを使用す
る場合は、ガス供給事業者と
の協議及び関係法令への適
合を前提に、事業者の責任に
おいて計画してください。 

81 
駐輪施設の要
求条件 

10 2 1 (6) 2)       

応募者による適切な施設計
画および運営計画の検討
を可能とするため、自転車
置場の必要台数および仕
様条件ならびに電動自転
車・バイク置場に関する要
求の有無をご教示いただき
たい。 

募集要項等において提示しま
す。 

82 植栽 10 2 1 (6) 3)       

今回工事で建物敷地内の
既存の樹木・植栽種類数量
をご教示下さい。可能な限
り緑化に努めるため、参考
にさせて頂きます。 

既存樹木・植栽の種類及び数
量については、募集要項等に
おいて可能な範囲で資料を提
示します。 

83 自転車置場 10 2 1 (6) 2)       

自転車置場は、入居者数
分のスペースを設置すると
あります。本計画は、文京
区ワンルームマンション等
の建築及び管理に関する
条 例 の 対 象 施設 とな り ま
す。条例では、自動車及び
自動二輪車の駐車施設の
設置が求められています。
要求水準で記載されていな
い整備内容についても、条
例を遵守して施設整備を行
うとの理解でよろしいです
か。 

ご理解のとおりです。 

84 事前協議 10 2 2 (2)         

選定前に行政と事前協議を
行ってもよろしいでしょうか。 

応募者が提案検討のために行
政と事前協議を行うことは妨げ
ません。ただし、本学の事業と
して誤解を招くことのないよう、
協議前に本学へ連絡し、協議
内容を共有してください。 

85 設計業務 10 2 3 (1) 1)       

計画にあたって電気図と構
造計算書を確認したいの
で、電気図の竣工図及び構
造計算書の提供をお願い
できますでしょうか。 

電気図の竣工図、構造計算書
等については、閲覧又は提供
可能な範囲を募集要項等にお
いて提示します。 

86 設計業務 10 2 3 (1) 2)       

基本設計期間として想定さ
れている期間の目安があれ
ばご教示ください。 

基本設計期間は事業者提案
によるものとしますが、事業契
約締結後、速やかに基本設計
に着手し、施設整備期間内に
完了する工程としてください。 

87 設計業務 10 2 3 (1) 2)       

基本設計完了後の大学側
確認期間として想定される
期間をご教示ください。 

基本設計完了後の本学の確
認期間は、本学との協議によ
るものとします。具体的な期間
は、設計内容及び提出図書の



（28） 

 

番号 項目 頁 章 第 1 (1) 1) ① ｱ a 質 問 回 答 
内容を踏まえて定めるものとし
ます。 

88 
維持管理資料
の開示範囲 

11 2 3 (2)         

応募者による適切な事業費
算定および設計検討を可
能とするため、設備台帳、
法定点検記録その他維持
管理関連資料の開示範囲
をご教示いただきたい。 

設備台帳、法定点検記録その
他維持管理関連資料につい
ては、応募者による検討に必
要な範囲で、募集要項等にお
いて提示又は閲覧に供する予
定です。 

89 

現地実測調査
および劣化診
断調査の実施
可否 

11 2 3 (2)         

応募者による適切な事業費
算定および設計検討を可
能とするため、応募者による
現地実測調査および劣化
診断調査等の実施可否な
らびに手続をご教示いただ
きたい。 

現地実測調査及び劣化診断
調査等の現地見学会の実施
については、募集要項等にお
いて提示します。実施する場
合は、いずみナーサリーその
他周辺施設の運営に支障がな
いよう、本学と事前調整を行う
ものとします。 

90 
構造計算書等
の閲覧・提供
条件 

11 2 3 (2)         

本建物は壁式プレキャスト
コンクリート造であり、構造
上の制約が大きいことから、
構造計算書等の閲覧・提供
条件をご教示いただきた
い。 

構造計算書等については、閲
覧又は提供可能な範囲を募集
要項等において提示します。 

91 

工事中の騒
音・振動・粉塵
対策の責任区
分 

11 2 4 (1) 4)       

本事業対象外である「いず
みナーサリー」が建物内で
継続運営されることを前提と
して、工事中の騒音、振動
および粉塵対策の実施責
任ならびに費用負担区分を
ご教示いただきたい。 

工事中の騒音、振動及び粉塵
対策は、原則として事業者の
責任と費用で実施するものとし
ます。いずみナーサリーの運
営継続に必要な仮設・安全対
策についても、関係者と協議
のうえ適切に計画してくださ
い。 

92 
保育所利用者
の安全確保に
係る仮設計画 

11 2 4 (1)         

本事業対象外である「いず
みナーサリー」が建物内で
継続運営されることを前提と
して、保育所利用者の安全
確保に必要となる仮設計画
の要求水準をご教示いただ
きたい。 

保育所利用者の安全確保に
必要な仮設計画については、
工事動線と保育所動線の分
離、仮囲い、落下物対策、騒
音・粉塵対策、緊急時対応等
を含め、事業者の提案によるも
のとします。詳細は本学及び
保育所関係者との協議により
定めます。 

93 
維持管理期間
の設定 

14 3 2 (5) 2)       

「原則として午前９時から午
後７時までの間に実施する」
とありますが、清掃、ゴミ出し
や点検に入る時間等全て
の作業時間が含まれている
ということでしょうか。 

維持管理業務は、原則として
午前 9 時から午後 7 時までの
間に実施することを想定してい
ます。ただし、ゴミ出し、緊急対
応、法定点検その他業務上必
要な作業については、入居者
の生活及び施設運営への影
響を最小限とする範囲で、上
記時間外に実施することも可
能です。 

94 
維持管理期間
の設定 

14 3 2 (5) 3)       
「防災センター」とは大学施
設の防災センターと連携を
図るということでしょうか。 

当該記載を削除します。 

95 警備業務 18 3 7 (4) 2)       

入居者の出入館管理とは、
どのような管理方法を想定
されておりますでしょうか。 

入居者の出入館管理は、オー
トロック、入退館記録、管理人
による確認、機械警備等を組
み合わせ、入居者以外の立入
りを抑制する管理方法を想定
しています。具体的な方法は
事業者提案によるものとしま
す。 

96 警備業務 18 3 7 (4) 6)       

「戸締り、消灯及び施設の
安全を確認」とありますが、
戸締りや消灯については、
どのような施設が対象となり
ますでしょうか。 

戸締り、消灯及び施設の安全
確認の対象は、エントランス、
共用廊下、階段、学生交流施
設、管理人室、外構その他共
用部分を想定しています。各
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番号 項目 頁 章 第 1 (1) 1) ① ｱ a 質 問 回 答 
居室内は原則として入居者の
管理範囲とします。 

97 
大規模修繕業
務 

18 3 8 (1) 2)       

躯体と内外装・設備更新で
費用負担を区分する意図を
ご教示ください。 

躯体は既存建物の主要構造
部であり、本学が所有する資
産として長期的に管理すべき
部分である一方、本事業で事
業者が更新・整備する内外装
及び設備は、事業期間中のサ
ービス水準維持のため事業者
が維持管理・修繕更新を行うこ
とが合理的であるため、費用
負担を区分しています。 

98 維持管理 18 3 8 (1) 2)       

大規模修繕を事業者負担と
した場合、大学要請があっ
ても事業者判断で未実施と
なる可能性の取り扱いをご
教示ください。 

大規模修繕業務は、要求水準
書及び提案書に示すサービス
水準を維持するため、事業者
が作成する修繕・更新等計画
書に基づき実施するもので
す。本学が必要と判断する場
合は、事業者に調査、報告、
修繕・更新の実施を求めること
ができるものとし、詳細は事業
契約書（案）において提示しま
す。 

99 

大学が継続使
用を指定する
既 存 内 外装 ・
設備 

18 3 8 (1) 3)       

継続使用を指定するものと
は、本事業の改修区分内容
に該当しないものということ
の 理 解 で 宜 し い で し ょ う
か？大学が継続使用を指
定する既存内外装・設備に
ついて、施設整備費に大き
く関わると思われるので具
体的にご教示下さい。 

ご理解の通りです。具体的な
対象については、募集要項等
において提示します。 

100 要求水準 18 3 8 (1) 3)       

改修後の性能水準は新築
同等を求めるのか、既存性
能を踏まえた水準でよいの
か考え方をご教示ください。 

改修後の性能水準は、必ずし
も新築同等を一律に求めるも
のではありませんが、学生寮と
して必要な安全性、居住性、
利便性、耐久性、維持管理性
及び法令適合性を確保し、要
求水準書及び提案書に示す
サービス水準を事業期間中維
持できるものとしてください。 

101 要求水準 18 3 8 (1) 3)       

設備更新において、初期コ
スト低減を優先した合理化
提案は許容されますか。 

要求水準を満たし、事業期間
中の安全性、居住性、維持管
理性及びライフサイクルコスト
の合理性が確保される場合、
初期コスト低減を図る合理化
提案は可能です。 

102 要求水準 18 3 8 (1) 3)       

外構や共用部について最
低限求める水準および削減
不可項目があればご教示く
ださい。 

外構及び共用部については、
法令適合性、安全性、防犯
性、避難機能、維持管理性、
入居者の利便性及び美観を
確保することを最低限求めま
す。 

103 
継続使用を指
定 す る 内 外
装・設備 

18 3 8 (1) 3)       

大学が継続利用を指定す
る既存設備の具体的な対
象範囲をご教示ください。ま
た募集公告時までに一覧を
提示いただけるとの理解で
よろしいでしょうか。 

番号 99 の回答を参照してくだ
さい。 

104 
大規模修繕業
務 

18 3 8 (1)         

大規模修繕を事業者負担と
した場合、大学要請があっ
ても事業者判断で未実施と
なる可能性の取り扱いをご
教示ください。 

番号 98 の回答を参照してくだ
さい。 

105 対象範囲 18 3 8 (1)         
ナーサリーとの取り合い部
分に係る改修費用および調

いずみナーサリーとの取り合い
部分に係る改修費用及び調整
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番号 項目 頁 章 第 1 (1) 1) ① ｱ a 質 問 回 答 
整は事業者負担に含まれる
のでしょうか。 

については、本事業の実施に
必要な範囲は事業者負担を想
定しています。ただし、本事業
対象外部分に専ら起因する改
修等については、本学と事業
者で協議のうえ定めるものとし
ます。 

106 

大学が継続使
用を指定する
既 存 内 外装 ・
設備 

18 3 8 (8) 3)       

大学が、既存の内外装また
は設備について、継続使用
を指定するものとあります。
具体的な継続使用を指定
するものについてご教示願
います。 

番号 99 の回答を参照してくだ
さい。 

107 
受 付 ・案 内 業
務等 

21 4 3 (2) 1)       

入居者との契約業務は、貴
学にて行うものと理解してお
りますが、その理由や目的
についてご教示ください。
例えば、一定の入居基準を
設けることや、入居者選定
を貴学にて行うこと等を想
定されておりますでしょう
か。 

入居者の募集や入居者選定
は大学にて行い、募集選定に
あたっては、一定の入居基準
を設定することを想定していま
す。 

108 
受 付 ・案 内 業
務等 

21 4 3 (2) 2) ①     

本施設の入居者募集、入
居申込受付、入居者選定、
入退去手続きについて、貴
学と事業者の役割分担をご
教示ください。 

入居者募集、入居申込受付お
よび入居者選定は大学にて実
施し、入退去手続きについて
は、事業者にて実施することを
想定しています。 

109 
受 付 ・案 内 業
務等 

21 4 3 (2) 2) ①     

入居率確保に向けた貴学
による学生への周知・募集
協力は想定されております
でしょうか。 

入居者の募集や入居者選定
は大学にて行い、募集選定に
あたっての周知・募集協力に
ついては、事業者提案といた
します。 

110 
施設管理業務
の英語対応 

21 4 3 (2) 3) ①     
英語による対応は、翻訳デ
バイスを用いることは可能で
しょうか。 

可能です。 

111 施設管理業務 21 4 3 (2) 3) ①     
受付・案内業務（管理人）の
日本語対応は翻訳機の使
用でも可能でしょうか。 

可能です。 

112 
水光熱費の計
算 

21 4 3 (2) 2)       

水光熱費の徴収業務に関
して、各居室には個別メー
ターがついておらず、管理
人が集合メーターの検針及
び計算を行い請求するとい
う理解でよろしいでしょうか。 

各居室の光熱水費の計量・算
定・徴収方法は、事業者提案
によるものとします。個別メータ
ーを設置する方法、子メーター
等により事業者が検針・算定
する方法等が考えられます
が、入居者負担の公平性及び
事務負担を考慮することとしま
す。 

113 ヘルプデスク 22 4 4 (1)         

ヘルプデスク業務とは管理
人不在時の対応等目的とし
ているが、コールセンター
対応（駆け付けなし）でも充
足するでしょうか。 

ヘルプデスク業務は、受付だ
けでなく、不具合、急病、非常
時等に迅速かつ適切に対応
し、必要に応じて現地確認又
は関係者への連絡・手配を行
うことを想定しています。コー
ルセンターのみで要求水準を
満たすかは、提案内容により
判断します。 

114 
空室補修・クリ
ーニング 

22 4 5 (1)         

「空室補修・クリーニング業
務における事業者負担と入
居者負担の区分について
は、国土交通省『原状回復
をめぐるトラブルとガイドライ
ン』に準拠するとの理解でよ
ろしいでしょうか。」 

ご理解のとおりです。 

115 空室補修 22 4 5 (2) 2)       
入居者から一定金額を預か
りクリーニング業務完了後
清算とあるが、留学生の場

留学生への対応方法について
は、本学と事業者で協議のうえ
定めるものとします。 
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合清算が難しいケースがあ
る。入寮対象は日本に住所
がある学部生・大学院生と
理解してよいでしょうか。 

116 
防 犯 ・防 災 管
理業務 

22 4 6 (2) 1)       

「本施設の巡回等」とありま
すが、一日何回程度を想定
されておりますでしょうか。 

巡回頻度は、入居者の安全
性、防犯性、管理人常駐時
間、機械警備の内容等を踏ま
え、事業者提案によるものとし
ます。 

117 
生 活 品 レ ン タ
ル 

23 4 7 (1)   ①     

テレビ・ビデオ・パソコン・電
子レンジ・掃除機・アイロン・
アイロン台・調理器具及び
寝具等とあるが、レンタル金
額だけでなくレンタル対象
品も事業者提案との理解で
よいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

118 
生活利便サー
ビス業務 

23 4 7 (1)   ①     

要求水準書に示される生活
品レンタルについて、希望
者のみを対象とした任意利
用 型 の サ ー ビ ス と し た 場
合、利用者数の変動に応じ
た在庫確保や保管スペース
の確保が必要となり、独立
採算事業としての成立が困
難となる場合があります。そ
のため、事業者提案により、
入居者全員を対象とした生
活支援サービスとして提供
し、施設利用料等と併せて
徴収する方式（実質的な標
準サービス）を提案すること
は可能でしょうか。 

生活利便サービスは、入居者
の任意利用を基本とする独立
採算事業として想定していま
す。入居者全員を対象とし、施
設利用料等と併せて徴収する
方式については、入居者負担
の妥当性、選択性及び本学の
承認を前提に、提案内容によ
り判断します。 

119 アスベスト調査                 

アスベスト調査については、
資料 7-1 及び 7-2 の報告
書を利用し、本業務では、
調査対象外としてよろしい
ですか。 

法令に遵守し、施工業者にて
実施してください。 

120 敷地図                 

敷地図については、資料 3_
計画通知書に添付されてい
る、図面番号 A-11 求積図
を本業務でもそのまま利用
し、本業務では調査対象外
としてよろしいですか。ま
た、各ポイントの境界杭等も
全て存在し、復元等も必要
ないと考えてよろしいです
か。 

A-11 求積図を本業務でも利
用することを前提としていま
す。 

 

 



（32） 

 

要求水準書(案)に関する意見書 
＜ 要求水準書(案)に関する意見 ＞ 

番号 意見 頁 章 第 1 (1) 1) ① ｱ a 意見 

1 必要諸室 8 2 1 (1)         

学生交流施設については、1 階の記載があります。計画の
柔軟性を高めるために、1 階に集約するだけでなく、各階
（2〜5 階）に配置するような設計提案も許容していただき
たい。 

2 

既存建物活用
の柔軟化およ
び全面更新基
準の明確化 

8 2 1 (2)         

既存建物の有効活用およびライフサイクルコスト縮減の観
点から、既存設備の継続使用を認める余地を設けることを
提案する。具体的には、法定点検記録、性能試験結果、劣
化診断結果等により要求水準を満たすことが確認できる設
備については、事業者提案により継続使用を可能とし、そ
の判断基準を募集要項等において明示されたい。一律更新
ではなく合理的な評価に基づく活用を認めることで、不要
な初期投資を抑制し、サービス購入費および学生負担の低
減につながるものと考える。 

3 

壁式 PC 造に
おける構造変
更・EV 設置
条件の明確化 

8 2 1 (2)         

本建物は壁式プレキャストコンクリート造であり、構造上
の制約が事業費、工期および提案内容に大きく影響するこ
とから、EV 設置、PS 新設および構造壁開口等に関する基本
的な設計条件および承認手続を募集要項等において明示さ
れたい。 

4 主な改修内容 8 2 1 (2)         

全面的な更新を前提とする現在の要求水準については、施
設の品質確保という観点では合理性があるものと理解して
おります。一方で、既存建物の状況を十分に活用すること
が、本事業の特性を生かしたコスト最適化につながる可能
性があると考えます。特に設備配管については、一部ナー
サリーと一体となっている可能性もあり、全面更新が施工
上困難となることも想定されます。つきましては、機能・
性能を確保することを前提に、更新範囲については事業者
提案に委ねる柔軟な運用をご検討いただければと存じま
す。 

5 主な改修内容 8 2 1 (2)         

内装についても全て新規更新とするのではなく、既存の状
態を評価した上で一部を活用することにより、コスト低減
と学生満足度のバランスを図ることが可能と考えます。事
業者の創意工夫を活かした提案が可能となるよう、一定の
自由度を持たせていただくことをご検討ください。 

6 
現地調査機会
および維持管
理資料の開示 

11 2 4 (1)         

既存建物改修事業においては、事前調査の充実が提案精度
および事業費算定精度に直結することから、現地見学会に
加え、応募者による詳細調査の機会を確保されたい。具体
的には、開示済み図書の電子データ提供の可否および提供
条件の明確化、設備台帳および法定点検記録の開示、単独
での現地実測・劣化診断機会の設定を要望する。1995 年竣
工の既存建物においては、図面情報と現況との間に差異が
生じている可能性もあり、事前調査の充実は適正な工事費
算定および工期計画の策定に不可欠である。応募者による
情報収集環境を充実させることで、提案精度向上および合
理的な事業費算定につながるものと考える。 

7 

多様な居住形
態（シェア型
居住）および
コミュニティ
形成支援の評
価 

11 2 4 (3) 1)       

各居室（26 ㎡/戸）を 1 人居住とする現行計画に加え、26
㎡という十分な広さをより有効活用する方法として、一定
数の居室を「2 人シェア型（水回りのみ 2 人共用・プライ
ベート空間は間仕切りにより確保）」として提案できる余
地を設けることを提案する。これにより低廉な家賃の実現
とコミュニティ形成の両立が可能となり、音羽館（完全個
室・独立型）と SCC（完全共用型）の中間的な立ち位置とし
て双方から差別化を図りつつ、本事業が目指す「可能な限
り低廉な家賃」と「コミュニケーションを大切にする居住
環境」の双方を実現する手段として、事業性の観点から検
討を求める。当該提案を許容する場合、以下について募集
要項等において規定されたい。 
・改修設計上の間仕切り方法（移動可能な間仕切りか固定
壁か）の自由度 
・用途・法令（建築確認・消防）上の扱い（個室の定義） 
・サービス購入費算定上の「入居者数」のカウント方法お
よび戸数・面積算定への影響  

8 
維持管理期間
の設定 

14 3 2 (5) 2)       
「原則として午前９時から午後７時までの間に実施する」
とありますが、ゴミ出し等の特定の作業は、例外として認
めていただくのが適切と考えます。 
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9 
施設管理業務
の英語対応 

21 4 3 (2) 3) ①     
英語による対応は、翻訳デバイスを用いての対応を可とし
ていただきたく存じます。 

10 
外国人留学生
対応の要求水
準の明確化 

21 4 3 (2) 3)       

要求水準書において「入居説明書の作成（日本語・英語等）」
が求められている。お茶の水女子大学は国際的な学術環境
を有し、国際化の進展に伴い外国人留学生の入居率が高ま
ることが見込まれるため、英語対応を当初から標準体制と
して整備することを要求水準書に明記されたい。 
・入居説明書・各種規約・緊急連絡先一覧等の英語版を入
居開始時から完備すること 
・管理人・夜間緊急対応において英語での基本的な意思疎
通が可能な体制を標準要件とすること 
・広報・募集段階においても英語対応の入居案内・申込フ
ローを整備すること 
・外国人留学生向けに配慮すべき設備・生活環境上の要件
（食文化・宗教的配慮等）の有無についても明示されたい。 

11 
アスベストリ
スク分担の明
確化 

               

本施設については既にアスベスト含有調査が実施され、複
数箇所においてアスベスト含有建材の存在が確認されてい
る。しかしながら、現時点では既知のアスベスト除去費用
および追加発見時の費用負担区分が明確に整理されていな
いため、募集要項等においてリスク分担を明確化されたい。 
特に、 
* 既知のアスベスト除去費用 
* 工事中に追加発見されたアスベスト除去費用 
* 調査費用 
* 工期延長による追加費用 
* 第三者測定費用 
については、大学負担・事業者負担の考え方を具体的に示
されたい。アスベスト対応は工事費および工期に大きく影
響するため、負担区分が不明確な場合には応募者が過大な
リスク費用を見込むこととなり、結果としてサービス購入
費増加につながる恐れがある。事業費の透明性および適正
な競争環境確保のためにも、早期の明確化を要望する。 

12 
追加耐震補強
費用の負担区
分の明確化 

            

改修計画の検討過程において追加の耐震補強等が必要とな
った場合の費用負担区分について募集要項等において明示
されたい。追加耐震補強の有無は事業費に大きく影響する
ため、適切なリスク分担を事前に整理することが望ましい
と考える。 

 


